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総 務 建 設 常 任 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２７年 ２月２０日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ２時３８分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（７名） 

    委 員 長    原  口  育  大 

    副 委 員 長    柏  木     剛 

    委 員    熊  田     司 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    谷  口  博  文 

    議 長    廣  内  孝  次 

 

  欠席委員（２名） 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    北  村  利  夫 

 

  事務局出席職員職氏名 

    局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    船  本  有  美 

    書 記    斉  藤  浩  平 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    市 長 公 室 長    土 井 本     環 

   総 務 部 長 兼 選 挙 
細  川  貴  弘 

   管 理 委 員 会 書 記 長 
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    財 務 部 長    神  代  充  広 

    都 市 整 備 部 長    岩  倉  正  典 

    下 水 道 部 長    原  口  幸  夫 

   市長公室付部長(総合 
橋  本  浩  嗣 

   調整･新庁舎建設担当) 

    会 計 管 理 者 次 長 兼 会 計 課 長    堤     省  司 

   監査委員事務局長兼固定 
片  山  雅  弘 

   資産評価審査委員会事務局長 

    市 長 公 室 課 長    北  川  真 由 美 

    総務部次長兼総務課長    佃     信  夫 

    総 務 部 防 災 課 長    藤  本  和  宏 

    総 務 部 情 報 課 長    土  肥  一  二 

    財 務 部 管 財 課 長    富  永  文  博 

    財 務 部 財 政 課 長    和  田  幸  三 

    都 市 整 備 部 建 設 課 長    赤  松  啓  二 

   都市整備部管理課長 
原  口  久  司 

   兼 都 市 計 画 課 長 

    下 水 道 課 長 兼 企 業 経 営 課 長    村  本     透 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 １．所管事務調査について････････････････････････････････････････････････････ ５ 

  （１） 市の総合的企画、調整について 

  （２） 行財政計画について 

  （３） 離島振興対策について 

  （４） 国際交流及び友好市町の調査について 

  （５） 都市整備事業の推進について 

  （６） 下水道事業の推進について 

  （７） 選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会に関すること 

 ２．重点調査････････････････････････････････････････････････････････････････３６ 

  （１） 市有財産の維持管理と財源の確保について 

  （２） 消防・防災対策の推進について 

  （３） 情報化の推進について 

 ３．その他･･････････････････････････････････････････････････････････････････３５ 

 

Ⅲ.会議録 
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総務建設常任委員会        平成２７年 ２月２０日（金） 

                 （ 開 会  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 ） 

                 （ 閉 会  午 後  ２ 時 ３ ８ 分 ） 

 

○原口育大委員長   おはようございます。 

  ただいまから閉会中の事務調査ということで、総務建設常任委員会を開催させていただ

きます。 

  今回も、重点調査項目を挙げております。まず、それ以外につきまして、前半、審議を

お願いいたしまして、その後で重点項目について行いたいと思っております。十分に時間

をとりたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、執行部、御挨拶をお願いします。 

  副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   おはようございます。 

  立春が過ぎてからもう半月余りになるわけでございますが、まだ余寒が非常に厳しくご

ざいます。暦を見ておりましたら、きのうが旧の正月のようでございました。中国ではそ

の旧正月を祝ってのいろいろなテレビ放送もありましたが、我々といたしましては、間も

なく３月の定例会を迎えるということでございます。来週になりましたら招集させていた

だくことになっております。議員の皆様方には、３月議会並びに、３月に入りますと、大

きなイベントがめじろ押しでございます。大事な議会と大きなイベントを数多くこなさな

ければいけないということで、我々も気を引き締めておるところでございますが、どうか

皆さん方にも御協力をいただきますようにお願いを申し上げまして、御挨拶にさせていた

だきます。どうも御苦労さんでございます。 

 

○原口育大委員長   本日、市長と森上委員につきましては、体調不良で欠席の連絡が来

ております。北村委員につきましては、通院のため欠席の届が出ておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、ただいまより、閉会中の継続調査として申し出ております所管事務調査事項

について、一括して調査をしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、一括して調査したいと思いますが、本日は

重点調査として３項目、市有財産の維持管理と財源の確保について、消防・防災対策の推

進について、情報化の推進についてを予定しております。 初に、重点調査３項目以外の
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所管事務調査事項について調査を行いたいと思います。 

  次第書に（１）から（７）の事項について質疑を行います。 

  何か質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それでは、まず友好市町のことで少しお尋ねしたいんですけれども、

このたび、新庁舎竣工ということで、一つの節目を迎える、また、次年度といいますか、

来年度は市制１０周年というような格好で、この機会をとらえての友好市町との交流とい

うようなことは、竣工式については友好市町の市長を呼ぶとか、あるいは議会の代表を呼

ぶとか、そういうことをされているんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   竣工式については案内はしておりませんけれども、１

０周年記念事業につきましては、市長さん、議長さんを御招待するつもりでおります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   こうした取り組みというのは非常に大事だと思いますので、これは友

好市町全部に案内を送るということでいいんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   竣工式に呼ばなかったのは、何か理由があるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   竣工式に御招待をさせていただくメンバー、事務局の

ほうでもいろいろ詰めておりました。今、百数十人というオーダーになってきております。

かなりの大世帯となりますし、それで２７年度、先ほど申し上げましたように１０周年も

ございますので、友好市町は非常に遠いところにもなります。そういった意味で、１０周
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年のときに来ていただいて、新庁舎の説明等のお話もさせていただければ、向こうさんも

１回で済むのかなというような考え方でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   友好市町についてもいろいろ活動があると思うんですけども、年々の

事業というのはどのようになっているんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   友好市町につきましては、補助事業といたしまして、

高校生以下の団体で友好市町の相手方さんとの交流を毎年募っているような状況でござい

ます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   近年、その高校生であったり、子供のいろんな体育スポーツ少年団と

いうのか、社会教育的な組織で、あるいは文化団体、こんなことも含めていろいろ交流を

続けているようなところもあるかに聞いておるんですけれども、そうした実情というのは

取りまとめされてますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ２４年度までは、サッカーチームがこちらから、姉妹

都市の北海道平取町とか行っておりましたけれども、昨年、今年度につきましては、なか

なか日程等が合わないこともありまして、行く機会がございませんでした。それで、２６

年度につきましては、新ひだか町のサッカーチームのメンバーが３月２０日から２泊３日

の予定で、南あわじ市のほうに訪れることになっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   割と、新ひだか町とはよく交流してると思うんですね。たしか、文化

団体も去年行ってませんでしたか、９月ぐらいに。行ってたと思うんですよ。主に、新ひ

だかがすごく多いかなと。議会としても、会派で訪れたり、議会運営委員会で訪れたりと

いうこともやっておるんですけどもね。割と葛巻であったりとか、酪農の先進地であった
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りとか、こういうところもあると。だから、そういうよい先進例を常に吸収しながら友好

市町活動を強めていくということも、この市の行政にとってプラスの面が多いんじゃない

かと思うんですけれども、そういう観点で見たときに、取り組みが少し弱いんかなという

印象を持っておるんですが、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   友好事業につきましては、本年度も補助事業といたし

まして、広報に載せるとか、広報で載せますと、幾つかどこへ行ったらいいんですかとい

うような問い合わせ等がございまして、南あわじ市では、ここと姉妹提携をしています、

友好市町がここ、どこどこにありますのでというような御紹介等をさせていただいており

ます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   事業の総括というのは、また決算なんかでも出てくると思いますので、

よく調べておいていただいて、年々の変化について、行った実績の評価なんかもしっかり

やっていただけたらなと思います。 

  終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   新庁舎のことで何点かお聞きをしたいと思います。まず、先月、会派

の視察研修で東京の羽村市のほうに行ってまいりまして、ここは土日が開庁しているとい

うことだったんですが、非常に土日の利用客数が多いんですよね。今のところ、南あわじ

市でも土日は開庁するという予定をしておりますが、その体制が、職員が１名と担当の課

長なりが、上司が１名だったと思うんですが、ちょっとそこら辺の再度確認をお願いした

いんですが。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   休日の開庁につきましては、一部窓口業務の開庁というこ

とでございます。職員については現在のところ、市民課の職員２名と、あと、管理職によ

る日直ということで、窓口業務を行うのは２名ということでの体制でございます。 
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○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そういう体制で行くんですけども、 初、どれぐらいの人数が来るか

もわからないということで、 初はちょっと人数を多目にして、その様子を見てから人数

を減すというような、そういう考え方はないですか。２人で十分対応できるという考えで

いるわけですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   業務の内容は、一部開庁ということでございます。できる

業務は限られておりますので、２人でやっていけるかなということでの今の考え方でござ

います。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、申しわけないです、何回も今まで説明してたかもわか

りませんけども、土日にできる業務となりますと、窓口でのどういう業務が交付の対象に

なるんですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   まず、戸籍関係で申しますと、戸籍関係の届け出の預かり

ですね。というのは、そこで例えば、その単独の、本市だけで処理できる問題と、また、

他市に照会しなあかんものがございます。当然ながら、他市が今おっしゃったような、開

庁している他市は少ないものですから、それは不可能ということでの業務の方針とさせて

いただいております。 

  あとは、住民票の写しとか、戸籍附票の写しの発行とか、印鑑登録の申請、あとは登録

の廃止の申請の受付、あとは納税証明、所得証明とかの発行ですね。あとは火葬場の許可

書の発行、火葬、死亡届の届け出とか、そういった内容でございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、内容から見て、これで一応、２人で対応できるし、日

直もいるということで対応できるかもわかりませんけども、そうしますと今後、利用状況
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によっては人数の増も考えられるという予定はしておりますか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   そうですね。また状況を見ながら、確かにたくさんの方が

来庁されて、また業務に支障が出てくるようでしたら、またその辺の増員等についても検

討を要するということでございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   あと、平日なんですが、１階のほうで総合案内所みたいなところはあ

るんですかね。１階に入ってきたら。そういう、これはどこへ行ったらいいんですかとい

う相談ができるところ。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   玄関を入ったところにそういう案内場所がございます。

いずれにしましても、そこにじっとおってはなかなか案内もできないと思いますので、フ

ロアマネジャー的な、今、銀行なんかでもおられると思うんですが、そういったことで７

番カウンターですとかいうような案内をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、そのフロアマネジャーというのは、そこへ、そういう

業務だけに単独になるのか、要するにいろんな業務をしながら、順番でそのフロアマネジ

ャーをするのか、そこら辺の体制はどうなってるんですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   職員によって当番を組みまして、それで回していくような

考え方でございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   わかりました。あともう１点、多分これは健康福祉等での重要になっ
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てくるかもわかりませんけども、そういういろんな相談をするときに、窓口で相談してま

すと、後ろに待機されてる方がいらっしゃいますよね、人数が多かったら。そのときに、

その個人情報、例えば障がいだったり病気の程度だったりの個人情報が、他の人に漏れた

りするような可能性があると思うんですが、そういった対応についてはどのような対応を

されてますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   まず、庁舎のハード的なところで、今は総合窓口では

カウンターがフラットなような状態でありますが、今回、窓口のナンバーも兼ねて、壁と

いうんですか、そういうようなものを設けています。いずれにしましても、それでは今、

委員がおっしゃられたように、全てが完璧かというたら、そんなことはございません。壁

があるだけでございますので、当然、担当職員としましては、その内容によっては、カウ

ンター越しじゃなしに別室というようなことで、今回、１階だけではございませんが、相

談コーナー、それから、もう少し込み入った話をする場合には相談室、そういったものも

用意しております。職員がその相談事に応じて、そちらのほうに案内をさせてもらうとい

うようなことになろうかと思います。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは新聞に載ってたことなんですけども、茨城県の水戸市では、何

かスピーチプライバシーシステムとかいうのがあって、そういう川のせせらぎ音とかそう

いうふうな、待機しているところに流れてて、窓口で話をしていることが聞こえないよう

な、そういうような体制をつくってるところもあるということを聞いております。これが

費用的にどれぐらいの費用がかかるのかというのはちょっとわからないんですけども、そ

ういうようなことが簡単にできるんでしたら、そういうシステムを取りつけてもええんで

はないかなと思うんですが。今後、一度、検討してみる余地等はないでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   今、お話を聞いたのが初めてでございます。要は、Ｂ

ＧＭ的なものを流すことによって、それがほかの来客者に聞こえないようにするというよ

うなことだと思うんですが、果たしてそれで、ほかの事務に支障がないかどうかとかいう

ようなことを、ふと今、疑問に思いました。そういうようなことで、一度勉強させていた

だきたいというふうには思います。 
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○原口育大委員長   柏木副委員長。 

 

○柏木 剛副委員長   ちょっと関連して、土日開庁の件で、先日、羽村市に行ったんで

すけども、そこでは常時７人ぐらいだったんですけど、連続６時間以上の勤務はできない

んですか。６時間以上の勤務ができないので、昼はぴたっと１時間でとめたりしてるんで

すけどね。ということで、連続勤務ということで、２人体制で、その辺はどのように考え

てますか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   勤務の体系、今も、もちろん通常勤務も、お昼休みの休憩

を１時間とらせていただいておりますけども、２人体制でやる中で、もちろん交代しなが

らお昼はとらせていただきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   柏木副委員長。 

 

○柏木 剛副委員長   ということは、昼はぴたっととめるとかいうことは考えてないと

いうことですね。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   そうですね。それも、先ほども御質問もありましたけど、

状況を見ながら、本来でありましたらシフト勤務ですので、おっしゃるように、これが市

民課の職員にとっては平日と同じ勤務でございます。本来でありましたら、今おっしゃっ

たような１２時から１時まで休憩をとるべきかと思いますが、今の例えば窓口にしまして

も、お昼の当番を決めまして、来庁者、市民の方々に御不便を与えないような体制をとら

せていただきたいということで、 初は状況を見た中で、休憩につきましても、とれると

きにとるような形で、できたらお昼休みはとれるような状況にまで持っていきたいなとい

うのが今の現状でございます。 

 

○原口育大委員長   柏木副委員長。 

 

○柏木 剛副委員長   わかりました。ではもう１点、これも羽村市の話ですけども、い

わゆるホストコンピュータを作動させるために、電算課の人を出勤させておるという話が
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あったんですけど、その辺は。要するに情報、電算の人が出勤する必要、そういうのがあ

るのかどうかということについては。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   今のところ、その処理につきましては、もちろん、今おっ

しゃったような事故がある場合、事故というか、システムに支障が出ることもあり得ると

思うんですけども、現在のところは、情報課の職員の出勤については考えておりません。 

 

○原口育大委員長   柏木副委員長。 

 

○柏木 剛副委員長   わかりました。けど、もう何か羽村市は常時、要するに稼働状態

にするために出勤させておるという、トラブルの問題じゃなくて。そういうふうな話でし

た。いずれにしても、わかりました。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   らん・らんバスのことについてお尋ねいたします。地域公共交通会議

というものは今年度、何回ぐらいやられてるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ２回開催いたしました。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いつといつですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   １回目が７月末か８月だったかと思います。２回目は

１月２３日でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   そこでは、主にどんなことが議論されたんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   運行計画につきまして、現在の実績からの課題、それ

から地域からの要望等をお聞きいたしまして、来年度の運行計画について方針を御説明を

申し上げました。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうすると、その地域公共交通会議というのは、市の提案を承認する

というような性格のものなんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   市のほうから、こういった計画で運行したいというこ

とを説明いたしまして、あと、委員さん方に御協議をいただくということでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、住民に対してのアンケート調査なり、利用実績の資料なり

といったようなものが当然つくっておると。アンケート調査もやりましたですか。ニーズ

調査。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   アンケート調査はしておりません。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   以前、らん・らんバス、ネットワークをどういうふう

に持っていくかというところで、そこでは市民アンケートもしておりますし、それと、バ

スに試乗しまして、乗車しまして、そこでも市民の方の聞き取り調査、そういったものは

過去にしております。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その計画ですね、来年の計画をつくっていくことに対して、パブリッ

クコメントのようなものはとったんですか、計画案について。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   しておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この間、福祉の関係で、介護保険、それから障害者福祉計画、それか

ら食育関係、それと子ども・子育ての関係、四つほど短期間にパブリックコメントをとっ

ておるんですね。このパブリックコメントというのは、市民参加型の意見を募集すると、

この公共事業といいますか、市のいろんな事業計画に対してね。そういう性格のものがあ

るんですけれども、この地域公共会議というのは、非常に市民生活に深くかかわったもの

で、アンケートをとってるということなんですけれども、そうした事業計画案について、

やっぱりパブリックコメントのようなものをとるべきでなかったのかなと。今さら遅いん

ですけれども。その点、どのようにお考えですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   よく利用されてる方につきましては、老人の人が多い

わけですけれども、その公共交通会議の中の委員さんには、老人会の地区の代表者の方も

参加していただいておりますので、そういった代表者の方は、いろんな方の意見を吸い取

っていただいていると思いますので、その辺でやっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   当然、地域公共交通会議も委員を公募してると思うんですよ。全ての

附属機関は委員を公募すると。介護事業についても、この介護事業計画策定委員会も公募

でした。子ども・子育て支援の計画の策定委員会も公募である。それから、障害者福祉計

画、これも公募であったと思うんですね。全ての委員は公募委員、それから学識経験者、

地域団体、こういったいろんな団体からの代表で構成をされてる人たちも、市民が幅広く
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どんな意見を持ってるのかと、こういうことを意見を参考にするためのパブリックコメン

ト、幅広い公衆意見の集約ということですわね、パブリックコメントですからね。委員に

なられる方も当然、幅広い見識を持っておられるというのは当然なんだけれども、やはり

市民参加型で公募委員になれる方は限りがありますでしょう。一人一人が、公募委員は誰

で、その人にどない意見を言うかということはなかなか言えないわけで、立場が変われば

考えもいろいろあるわけですよね。 

  事業計画について、公募委員の意見は当然大事ですけれども、そうしたもの、市民参加

型という姿勢をほかの分野では、そういう意見公募というような格好でやってるわけです

から、当然、地域公共交通会議で大きな変革をしようとしているのに当たっては、やっぱ

りそういう市民からの声というのを参考にすると。これは参考にするんですよね、当然。

そういった決まりになって、やっぱり参考にして、その意見に対して回答もいただけるん

ですよ、出したものはね。ホームページ上でも出るし、また、資料の写しを欲しいと言え

ば、その担当課でもらえるしね。そういう作業がやっぱり当然要るんじゃないかと思うん

ですよ。 

  大変、らん・らんバスについてはいろんな多様な意見が存在しておりまして、本当に意

見はいろいろあると思いますよね。私も、どういう事業計画をやっていくのかと、残念な

がらこの傍聴には行かなかったし、資料もそういうのはちょっと手に入ってないわけです

けども。やはり計画案というものについては策定のプロセスの中で、そういう市民の声を

聞く、生かす、そういったことが当然必要になると思うんですけど、そういうお考えはあ

りませんか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今、委員さん言われたことはすごく大事なことだと思

います。今回は、２５年度に大きく変更しましたので、２７年度のほうは余りルート変更

とかも大きくは変わらずにやっていきたいというのがねらいでございます。それでないと

再々、ダイヤ等を変更してますと、市民にも、ようやくこのダイヤ、時間帯についてルー

トが浸透してきたかなと思ったところにまた大きくしますと、また余計、混乱が生じます

ので、今回は大きな変更方針をやらないという形でやっておりますので、また今後、大き

な計画が変更することになれば、そういったことも考えていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   何年間かの計画を持って介護についても、介護については３年間とい

うことですわね。それから、障害者福祉計画も５年だったか１０年だったか、５年計画ぐ
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らいかな、大体が。やっぱりそのベースになるものというのは必要だと思いますので、や

はりそういう計画案を持って、計画案をいろいろ議論する経過の中で、市の考えている、

提案しようとしているものを出しながら、地域公共交通会議の中で、例えば地域性の問題

であったりとか、あるいは利便性の問題であったりとか、必要性の問題であったりとか、

いろんな角度の意見は地域によって違う、それぞれの多様な意見が存在すると思いますの

でね。やはりアンケートも大事だと思うし、示した計画ということが少し変わるというふ

うに聞いておったもので、２７年からね。考え方も変えていかなあかんと、デマンドにつ

いてもいろいろ考えていかないかん部分があると聞いておりますのでね。やはりこの事業

計画の洗い直しを地域公共交通会議でもう一度、再度やっていただいて、そして、ともど

もにこの中身を練り上げると、市民参加型を貫くということで努力いただきたいというふ

うに思います。 

  終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それともう１点、例えば、その地域公共交通会議で話された中身の会

議記録というんですか、これ、傍聴可能でしょう。傍聴可能ですよね。会議録はどうなっ

てるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   幾つか御意見をいただきました。委員さんの中からは、

年々、ルート、ダイヤ、その他等、よくなってきている、だから、地域からの要望にも大

体おおむねこたえていただいて、感謝しているというようなこともあったわけですが、た

だ１点、地域の要望の中に、伊毘から福良までの間をらん・らんバスを走らせてほしいと

いうことがあったんですけども、そこは在来線が通っているために、ちょっと難しいかな

ということでなっております。 

  それから、沼島から中林病院へ行った帰りのバスが沼島汽船に乗り継ぐのに不便である

というような意見が出ておりましたけれども、これも時間変更によりまして、乗り継ぎを

可能にしております。また、以前に比べて、だんだんよくなってきてはいるんですけれど

も、そのよくなってきているといったことを住民はまだよくわからないんじゃないかと、

まだちょっとＰＲ不足、広報不足ではないかということの意見もいただきました。 

  それから、安全面でございますけれども、事業者に対しましては労働環境、運転手の安

全・安心も含めて、交通安全に対しては十分注意していただくよう、市のほうからも指導



 

－ 17 － 

していただきたいというような意見がございました。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしたら、その地域公共交通会議に市として出されたペーパーです

ね、それと、そうした要点でも結構ですので、こうしたものを市民の目にわかるように公

開をしていくというお考えはございますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   前回の１月の地域公共交通会議で、手前みそになりま

すが、かなり評価を得ております。今、陸運局のほうの許可の関係の手続もとっておりま

す。それが済みますと当然、今回は先ほど申しましたように、変更じゃなしに拡充という

ような、今あるやつに拡充するような形でございます。それをまた市民の方々に見ていた

だくために、ダイヤであるとか、そのダイヤもかなりルートもふえておりますので、非常

に便が便利になれば、逆にダイヤが見にくいというような話もあるわけなんですが、そこ

らも周知は徹底をしていきたいというように思います。 

  それが、そのダイヤが、地域公共交通会議で話し合って協議した結果のものがダイヤ編

成表でございますので、そこらを公表して、市民の方々に利用していただきたいというふ

うに考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   わかりにくいんですよ。ダイヤの編成を見ても、どこがどう、どんな

声を出されたか、ほんまわからんのですよ。わかりにくい。どんな提案があって、どんな

議論があって、そして結果としてこうなりましたと、 終的な結果がダイヤ編成というよ

うなものになるんだろうと思うんだけれども、市の問題意識はどういうことで、どこにあ

ったのかと。市の問題意識がどこにあったのかと。実際に委員の方の声がこんなことであ

ったと。そして、 終的にダイヤ編成になってきた、このプロセスですわね。 

  どんなものでも情報公開する、会議を傍聴するというのは結局、そのプロセスを公開し

ているわけでしょう。違うんですか。議論のプロセスを公開するというのが会議傍聴の目

的やと思うんですよ。そういう部分も含めて公開したらどうですかということ、公開とい

うのは当然のことやと思うんでね。一々言われることじゃない。ただ、やれてないと。傍

聴に来てくださいというたって、市民がそんな押し寄せて傍聴できるんですか。そんなも

の、でけへんでしょう。 
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  だから、ほかの介護保険事業計画、四つの事業計画については、事業計画の素案という

ものを提示して、そして、それについてのパブリックコメントをいただくという、そうい

う謙虚な姿勢を市民に示してますよ。でも、このらん・らんバスのことについて言えば、

結果が全てですというような、これは謙虚とは言えへんと思いますね。やはり、情報のそ

ういうこと、行政で決定をしてきたプロセスを公開すると。議会であったって、決定のプ

ロセスを公開するわけでしょう。議員の発言、議論を公開するというのが基本ですよ。こ

れが今の時代の要請にこたえている当然のやり方やと思いますよ。これができないという

のは、らん・らんバスだけができないというのは、どういうことですか。ほかのことでは

どこでもやってるのに、やられるべきだと思いますけどね。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   大改革というんですか、２５年度は先ほども言いまし

たように、大幅な変更をしたときは、先ほど申しましたようにアンケートもとっておりま

すし、それからパブコメもやっております。今回は拡充というようなことで、２年間いろ

いろやってきた中で当然、よく利用されている、高齢者の方々からも常々、お電話、それ

から直接なお話も聞いております。それから、議員さんからもいろいろ聞いております。 

  今回の議論の内容につきましては、ほとんどがよくやってくれているということだけで

すので、その喧々諤々のようなことがあれば、市民の方々にもいろいろとお示しをして、

やはりまたいろんな御意見を聞くべきかなと。２７年度からするダイヤ編成については、

またいろんなお話が出てこようかと思いますが、今回、１月２３日に行いました地域公共

交通会議におきましては、よくここまでできたというようなお話ばかりでしたので、その

辺の内容を提示させていただいても、余り意味がないのかなと。 

  公開につきましては、当然、情報公開の関係がございますので、求められれば出してい

きたいというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これ、附属機関でしょう。地域公共交通会議というのは附属機関です

よ。違うの。 

  いずれにしても、こうした事業計画そのものについては、情報公開していく、プロセス

を見せていくということが僕は大事だと思うんですよ。そういう面で、出してはいけない

ものじゃないと思うんですよね。これ、どんなプロセスをもって議論されて決めていった

のか、このことを公開していくというのは、行政にとってプラスになると思いますよ。マ

イナスにはならないと思うんでね。 
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  今、いみじくも言ったのは、よくなってることを市民が知らないと言っとるわけでしょ

う。やっぱり知ってもらうということが大事なんと違うんですか。そのためにも、広く、

このごろだったら若い人なんかでも、お年寄りの方でも、ホームページを開いたり、自分

で資料をとってみたりすることは、だんだん皆さん、なれてきてますからね。やっぱりも

うちょっとそういうものを使って、市民に理解をしてもらったほうが得と違いますの。そ

ういう意味から言うとるんでね。何か突っ込まれたら困るとか、突っ込みたいとか、そん

なんじゃなくて、やっぱりよりよいものに市民の創意、知恵をよく生かして、いいものを

つくるということが行政の仕事の一つでしょう。 

  だから、幅広い人に中身を知ってもらったり、市民の方にもよく理解してもらうという

一つの方法として、そういう要点でもいいですから、プロセスを公表していく、意思決定

の内容、経過を見せていくということは、非常にプラスになる話なので、それをしないと

いうことじゃなくて、今後、これまではできてなかったかもわからないけれども、今後や

っぱりしていくほうがいいんじゃないですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   当然、先ほど申しましたように、ダイヤのほうの拡充

ができております。市民の方にも当然、周知をしていく必要がございますので、ホームペ

ージ等でもその辺、らん・らんバスの新規ルートであるとか新ダイヤというような中で、

こんな御意見がございましたというようなことも、盛り込めれば盛り込んでいきたいとい

うふうに思います。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   今、蛭子委員がおっしゃられているのは、地域公共交通

検討委員会のこの条例に基づく、いわゆる附属機関の話やと思います。平成２５年度に大

幅な改正するに当たって、こうした検討委員会、市民の意見を聞きながらやっていって、

終的に地域公共交通会議に諮って、それをまとめたことが平成２５年度の部分です。 

  平成２５年度にダイヤをルートを一応、確定しておりますので、その部分については大

幅な変更はしないという中で、微々たる変更を、例えば、中林病院であるとか、伊毘のダ

イヤであるとか、そうした部分の変更は加えましたが、形的には２５年度をそのままの形

で、中央線を利便性を図るために拡充したという改正なので、今おっしゃられているいわ

ゆるパブコメとかいう部分については、平成２４年度にやられたことを踏襲して、今回、

そうした２７年度の拡充に向けた改正を行ったということで、地域公共交通会議のみでや

らせていただいたということでございます。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、ちょっと認識がずれとったので申しわけなかったんですけ

ども。そしたら、この事業計画そのものは２４年度にやった、これは、この計画は何年計

画だったんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   ５年計画で、デマンドについては２年試行するという形

でやっておったように記憶しております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、２年間の試行は終わったわけですね。２７年度からまた違

う形でやるのかやらないのか、こうしたことについての検討会はやられるんですか。やら

れたんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   先ほど申し上げたとおり、平成２５年度改正に向けた部

分について、基本路線をやってると。ただ、議会でも御指摘いただいたデマンドの部分に

ついては、１回当たりの単価よりも、通常走らんでも必要となる経費の部分を勘案した中

で、若干の改正を加えてやってるというところでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そのデマンドは２年間の試行ということを計画の中でうたって、その

評価を検討会ですると。そして、それをどう変えていくかということも議論するというの

がこれ、検討委員会の目的であるかと思うんですけどもね。この検討会というのは、いつ

ごろやられてるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   先ほど申し上げたとおり、一応、５年の計画ですので、
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試行という形をデマンドの部分についてはとりました。利用状況についても、当初、デマ

ンドをやったときには、４月、５月は利用者がなかったという中で、職員が現地に赴いて

実態を聞きました。ただ、パブコメであっても、地域の説明会にあらかじめ行ったときで

あっても、利用するということをいただきながら進めたわけですが、その利用がなかった

と。なぜかというところに、利用者と利用するであろうという方の、やはり実態が違うか

ったのかなというところで、実際入ってみて、利用する方の意見を聞きながら、デマンド

を２年間やってきたと。 

  これを、デマンドを続けるのか、普通の路線バスにするのかというところなんですが、

やはりデマンドで利用されてる方が今、現実におられます。経費の面も、御指摘あったよ

うに、１回当たりの経費をふやしながら、いわゆる待機経費の部分については、若干削減

をさせていただいて、そうした改正をやって、後の３年間はそうした若干の改正を加えた

中でのデマンドをやるということに、こちらのほうはしました。ですから、そうした公共

交通検討委員会ですか、そうしたものについては、平成２６年度には開いておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   大きな、地域公共交通会議でよくなっているということなんですけど

も、試行期間を置いてどうするかということを考えておったと。その試行期間についての

評価なり改善方向なりというものを、当然これ、検討委員会が了承した計画ということで

あれば、それの見直しなり、あるいは存続なり、これはやっぱり検討委員会で議論をする

というのが筋じゃないかなと思うんですね。やっぱり検討委員会、せっかく公募も含めて

選んだ委員会ですから、大事にしたらどうかなと思うんですよ。その点いかがですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   そうした御意見もあるかとは思います。ただ、基本路線

については変えないというところで、今回、２７年度をスタートしようとしております。

これが５年過ぎる手前の４年目に再度、御意見を聞きながらやるという方向で行きたいな

と思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   デマンドはどう、その２年間の試行期間の総括、それからそれの見直

し、存続、そういうことを検討委員会として２年間試行だということを決めておるんだっ

たら、試しにやったんやから、結果どうやったんかということを議論するのは、ごくごく
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自然なことやと思うんですよ。それはやっぱり、早速にやったらどうですか。何かやれな

い事情があるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   先ほども申したとおり、５年間の計画の筋道は変えてお

りませんので、そうした５年目過ぎるときに、手前でやりたいというふうに考えておりま

す。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっとおかしいと思いますよ。試験の結果が出たのに発表しいへん

みたいな、あるいは、試験を受けた人、計画をつくった人に、その意見を、総括をせえへ

んというのは、その検討委員会というのは、実質的には何かお飾りみたいなことになって

しまいませんか。やっぱりこれは大事にしてほしいということなんですよ、市民参加の考

え方をね。せっかく公募で選んで、しかも附属機関という委嘱もやって、諮問もしたと。

結果として試行でやったと。試してやったんだったら、結果はどうだったんかということ

を聞くのは、これは人間社会の常識的なことやと。それをしないというのは、非常に特殊

な行政なのかなというふうに思ってしまいますね。ちょっと考えが違うんじゃないんです

かね。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   ２４年度にデマンドで試行するということで、その路線

については、方向性については変えないと、変えておりませんので、そうした意見も一理

あるとは思います。ただ、その経費の負担について、それじゃ、路線バスを以前走らせと

ったんですが、その利用率は低かったと。本来、長田線の部分はあるので、その分のとこ

ろをどう活用するかというところについて、我々もそのときの経過を踏まえて、やはりデ

マンドが必要であろうという中で、一部の経費面の改正と便数の、曜日の減という中で効

率性を高めていくというところですので、そうした蛭子委員の御意見もありますが、我々

はそうした意見で、このたび改正に若干の拡充、デマンドの１回当たりの経費の削減のた

めの部分を若干の訂正を加えて、再度３年間やってみたいということですので、御理解を

賜りたいと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   これも、どこまでも平行線なので、これ以上言っても仕方ないんです

けども、その附属機関をもうちょっと大事にするのが大事だと思うんです。それが大事や

と思うんですね。いずれのことであっても。ただ、つくっただけのことということじゃな

いと思うんだけれども。せっかく委嘱をして、真剣に考えていただいた方、いろんなアイ

デアを持っておられる方が入っておると思うんですよ。そうした方々の意見を謙虚に聞く

という姿勢が、この公募委員を選んだり、委嘱・諮問しというプロセスの中にあると思う

んでね。何か、もう決めたことについてきなさいというような考えじゃないと思うんだけ

れども、やはり市民参加型、市民の声を生かすということであれば、非常にちょっと手落

ちがあったというふうな感じがします。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   何遍も言うようですが、南あわじ市の地域の公共交通と

いう全般をその委員さん方に意見をお聞きして、２５年度に大幅に改正しました。これは

謙虚に我々は意見を聞いてそうした路線をやってるわけで、その２４年度に聞いた御意見

でデマンドを継続するということですので、そうしたことで御理解賜りたいと思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ちょっと関連やけども。私に聞こえてくるのは、私もちょっと偏っと

んのか知らんねけんど、市民の声は、私に届いてくる声は、らん・らんバスやいうて、こ

んな無駄遣いすなやいう声が、私はもう１０人おったら１０人とも皆、そない言われる。

ほんで、そのときに、これはやっぱり利用者もあるしよいうて、僕も宣伝すんねけんど。

そういう声はないんけ、まず。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   そうした御意見を持っておられる市民の方がおるという

のはわかっております。今、例えば、高齢者の事故が多いです。免許の返納というケース

をとったときに、例えば、どこへ行きたい、ここへ行きたいというたら、１時間半、２時

間ほど待たんと次のバスが来いへんというところで、なかなか免許証の返納はしにくい。 

  そうしたことから、中央線を中林病院、それからジャスコ、それから陸の港西淡、マル

ナカのところを通って、榎列を通って、この庁舎に来る便を右回りと左回りですると。１

便を右回りだけでも４０分ですわ。そこへ左回りを加えるんで、平均したら２０分になる
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んやけども、２０分のところもあれば３０分のところもあるし、１０分のところも出てく

ると思うんです。もう一つは、西淡エリアの部分で、陸の港へ来れば、そうした循環線に

乗れます。福良の方は、ジャスコへ来れば、その便に乗れます。沼島、灘、阿万方面から

来る方は、中林で循環できると。 

  こうしたことが、例えば免許を返納しても、買い物とか通院とかできるような利便性が

できるんかなと。なかなか２７年度、啓発をしてやったところで、そない一挙にふえると

は思っておりません。これが市民に浸透していけば、徐々にふえてくる、かなり効果が上

がるだろうという予測をしてます。始めたのは、やはり弱者対策で、買い物、それから通

院、そうしたことのいわゆる地域公共交通やというところで、健康な方で車を運転する方

については、利用しないのでそうした意見が多いと思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   まあ、私もようわかっとるねん。市民の人が、こんなの税の無駄遣い

と違うかとかいう声もあんねけんど、私も、まあこれは、いなかは車がなかったらあかん

と、そやけんど、車も乗れない人がおるさかいに、行政が採算の合わんところの面倒みよ

るんやと。ほんで、お金も言いよるほど、国や県からも来よるさかい、南あわじ市の持ち

出しは知れとんねんでと私は宣伝しよんのやけんど。言われたときに一番的確な、そうい

う、らん・らんバスは無駄やから、税の無駄遣いやからやめろと言いよる人に、私はどう

いうふうに宣伝したらええんか、もう簡単にちょっと教えてくれ。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   南あわじ市だけでなしに、日本中、いわゆる地方創生と

いう中で、自治体の半分程度が消滅するだろうと、するおそれがあると。市だけでなしに、

市が消滅する前に、地域が消滅するわけなんです。 

  なかなか難しいんやけども、やはり、年が行ってきたときに、今、免許証の更新が６５

歳になれば、何か規制がかかってくるように思います。 

 

（発言する者あり） 

 

○原口育大委員長   暫時休憩します。 

  再開は１１時１０分とします。 

 

（休憩 午前１１時００分） 



 

－ 25 － 

 

（再開 午前１１時１０分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   地域おこし協力隊のことでお聞きいたしますが、 初に地域おこし協

力隊に来られたメンバー、ことしで、２７年度は何年目になるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ５名おったんですけれども、昨年１１月に１人、体調

不良のためにおやめになっております。２７年１１月に３年を迎える方が１名おります。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   としますと、本来でしたら、その方が派遣先で住居を構えていただい

て、これからも貢献していただけるような体制というのが一番の望みやと思うんですが、

その方の意向は今現在、どういう意向かというのは掌握されておりますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   この前もちょっとその方とお話をさせていただいたと

ころ、今、沼島ですけれども、その地域に残っていただけるようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   非常にありがたいことなんですけども、そうしますと、１１月になり

ますと、国からのそういう給与等の補償は全くなくなるわけですよね。そうしますと、早

速、生活に困るというのは失礼な言い方になりますんで、そういう収入がなくなるという

ことになりますと、何らかの職業につかなければならないという形になりますが、そこら

辺のあっせん等は、市のほうで何かされる予定はありますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 
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○市長公室課長（北川真由美）   市のほうでは、あっせん等は考えておりませんけれど

も、協力隊の方が今まで３年間、ずっとそこで活動していただいておりましたので、活動

しながら、みずからがどういった就農につくかということを今まで考えてきてくれており

ます。それで、就職のほうも自分で考えていただいて、何か目的を持ったようでございま

す。地域おこし協力隊の補助制度の拡充がございまして、国のほうから特別交付税の中に

就農支援ということで、１００万円いただけるような制度が拡充されております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これ聞くと、また来年度の予算になってくるんで、先に話が行けない

かなと思ったりするんですが、ただ、それは国からの分ですよね。そういうところに住ん

でいただけるとなってくると、市のほうとしても何らかの応援体制を考えるのも一つの手

ではないかなと思うんですが、その点はいかがですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   なかなかお金の面といいますと難しいところもあるか

と思いますけれども、沼島の協議会がございますので、協議会の方々、それらあとの方々

ともどもに協力していくような方針をとっております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、この２７年１１月に１名と、次が、順番でいうと２８

年度にもそういう可能性はあるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ２８年度にも１名の方が３年を迎える予定になってお

ります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   都市計画の関係で、今度、広田市営住宅の起工式がございますね。こ
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こで、実際に今居住されている方が何戸あって、今回、何戸建てる、今後どうしていく、

結局入れない、現状で入れない方が出るのか出ないのか、そのあたりを説明いただけます

か。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   広田住宅の集約建てかえについては、今現在、対象住宅

が戸数としては２５戸ございます。その中で、建てかえ戸数が２０戸ということで、数字

だけ見れば、５戸分の方が入れないというふうな状況でございます。ただ、以前の福良住

宅のときもあったわけなんですけども、今の現状の住宅に住み続けたいとかいう方もござ

いまして、１月に全体の説明会をさせていただきました。計画段階でもアンケート等をと

らせていただきました。あと、個別等の聞き取りというかアンケートを今後、実施してい

きたいと思っております。 

  その中で、市場住宅内の用地について、全部建設用地ではございませんので、残り１０

戸程度、建てかえをしない住宅がございますので、どうしても新しく家賃等のこともあり

まして、入れないというか、今のところに住みたいという方については、そちらのほうに

引っ越しになるのか、そのまま住まわれるんかわからないんですけれども、そういう形で

考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   新しいところに住むのは、それはそれでいいんですけれども、例えば

引っ越しの費用をどうするかとか、新しい住宅に移った場合に、電気器具とか調理器具と

か、こういうのを買いかえなければいけなくなったりとか、そういうようなケースという

のはどんな対応になるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   引っ越し費用については、補償費という形でそれ相応分

の引っ越し費用が出ます。ただ、新しいところに入られて、新しく電気をつけるとかいう

のであれば、その分の調理器具とか、そういうものを新しくするのであれば、ある程度の

経費は必要になってくると思いますけども、今の古いままで使える分も十分あるかと思い

ます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ガスこんろなのかオール電化製品なのかみたいな話で、ちょっと細か

い話なんですけど。それはどうなってるんですかね。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   ガスで計画しております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そのあたりの説明がちょっと理解できてない部分があったり不安もあ

って、どうしても今のところにおりたいとか、引っ越す費用がないのでおりたいとかいう

ような話があったりとか、自分はそんな大したところに移れるんだろうかとか、いろいろ

個別で不安感を持っている方がおられますのでね。やっぱり少し、説明をもう少しやって

いただけたらなというふうに思っておるわけですが、今後どのように進められていきます

か。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   先ほども言いましたように、全体の説明会は終わってお

るんですけれども、今言われましたように、個々の個人的なことで、全体の中で説明とい

うか、聞きにくいという方もおられたというのは事実です。それで今後、個別に、住むか

住まないかというのを含めまして、個々に対応をしていきたいと、聞き取りをしていきた

いとは思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはいつごろまでにやる予定ですか。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   個々ですので、相手方の都合もありますけども、早急に

していく考えでおりますし、前回の全体の説明会の中でも、個々に説明させてもらうとい

うことはお伝えをしております。 
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○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先ほどの説明で、引っ越し費用が出るというような話をしとってんけ

んど、私が聞きたいのは、市営住宅というのは、入居条件というのがあるんだ。２５戸の

人が、一定の所得以上の人はここへ、新たなところへは当然入居でけへんというような理

解でよろしいですか、まず。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   基本的にそういうことでございます。ただ、単年度でそ

の年だけ収入があってというのは、３年間というかそういう猶予期間もございます。場合

によっては、１年だけその所得をオーバーしたとか、そういう、だからすぐに出ていって

くださいとか、そういう制度でもございませんので、そこらは制度上で運営をしておりま

す。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんで、それはほんまに年寄りの人々の方が引っ越しすんのを、これ

は無理やったら引っ越しというのはしたっても構わんのやけんど、その辺は低所得者とい

うんか、そういう方が家移りするのに、それは引っ越し費用というのは経費の負担したっ

ても構わんのやけんど、それはもう一律にして、それなりの所得がある人の引っ越しも全

部、そんな結構なもんか。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   当然、入居されている方は、その所得の基準に合うた低

所得者で住宅困窮者ということになっておりますので、その中で建替集約事業については

それ相応分の補償費という形で、制度で、それも補助金をいただいて見れるということで

ございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんま、１回しっかりとその入居しとる人の精査をしてほしいねん。

私も耳に入っとるのは、又貸しというか、どこや言わんけんど、そんな、この人が入っと

んのやけんど、実際に住んどる人は全然違うような人もおんねん。ああいうところに入っ
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とっても、所得がオーバーしとるような人もおんのよ。ほんで、実際に今、課長言うたよ

うに、住宅困窮者で、そりゃ、この人らは入ったったらええねん。ほないしっかりと精査

してもらわなんだら、あれ、所得がようけあるのに引っ越し代まで出したるやいうて、そ

んなふざけた話は、僕はないと思うのやけんど。その辺はしっかりと十分、調査した上で

対応したってください。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   都市計画のセットバックのことについて、ちょっとお尋ねしたいんで

すが。都市計画法が南あわじ市全域に及んでるということで、新築なりした場合の、前の

道が狭い場合、その道路、４メートルない場合は道路の中心から２メートルを控えて建て

るというのが建築基準法上定められた規定というふうに理解しとるわけですけれども、こ

のセットバックの効果というのは今、どうなってますか。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   その効果の前ですけども、建築基準法に係る建築確認の

申請ですけども、市としては申請を受けて、特定行政庁の県のほうに進達すると。それか

ら、その基準についての指導なり検査は県のほうで行うということが基本であります。そ

の中で、今言われましたように、建築基準法の４２条で幅員が４メートル以上ということ

が基本になっております。 

  それでないところは、中心線から２メートルバックするというふうな、通常言うセット

バックになっておりますけども、建築基準法では、その分についての建築に係る幅員とい

うか、防災面とか安全面、緊急車両等の通行を配慮してそういう基準となっております。

ただ、その分についての全体的にその路線が、幅員が全部４メートルというか、通るよう

な今の時点では、現状となっていないというのが現状です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   現状はそういうことで、都市計画法のセットバックによって道路拡幅

ができたというものが、今のところはないと。今後ということになるかと思うんですけど

も、該当する方から言えば、土地というのは個人の財産で、都市計画法によって個人の財

産の使用の制限がかかるということになるので、それがいつごろそうした規制がかかった
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ものの効果、意味が出てくるのかがわからないという中で、やはりこういうところの税制

面での優遇措置というようなことも考えてもらえないのかなというようなこともあったわ

けですが、それはなかなか難しいのかなと思うんですけども、見解をお伺いしたいと思い

ます。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   セットバックした分については、当然、建築確認、構造

物、塀とか門とか、それは建てられないということになります。ただ、使用が全部できな

いという、そういう構造物以外の使用ができないかというと、そうではないということで

す。そういうことで、税制面については、当然、その分のセットバックして、構造物を建

てられないところにも課税、面積分はかかるというのは現実です。 

  ただ、私どもとしては、その分ついては控除とかそういうことが、ちょっと私の部局と

いうか、そういうことは今言えないような状態でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   税制というのは、これは固定資産税ということになってくるんですけ

ども、固定資産税の課税については、これは自治体の市長が課税権限者で、どのような、

固定資産税に関連しては、いろんなやり方、これが可能であると。そんなんで、例えば企

業団地なんかの優遇税制なんかもされてるのかなというふうに思ったりするんですけれど

も。これはやっぱり、セットバックに関連しての理論的な考え方なんですけども、税制上

の措置を市長がやろうと思えば、これは可能なものなんですか。 

 

○原口育大委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   まず、御理解していただきたいのは、あくまで建築基準

法上で建てられないような条件の土地に建築を建てらせるための制度というか、要するに

みなし道路というんですけど、要するに、そこには道はないんですけども、そういうふう

な道がありますよというふうな特例でもって建築の許可をいただく制度でございます。先

ほど、うちの課長が言いましたように、そのセットバックした土地には新たな構築物は建

てられないと。ただし、もともとあった構築物を撤去する、させることも建築法上ではで

きないのは事実なんです。 

  ですから、現実には、図面上においてはセットバックして家が建ちますよという中に、

セットバックの中にもともとあった構築物、これも除けなさいよということまではなかな
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かできていない、法律上できないのが現実だから、実際には道が広がっていかないという

のが、これが一つの事実です。実際には全て撤去してセットバックしておる家もございま

す。そういった場所につきましては当然、また分筆登記等々を行い、そのセットバックし

た用地の地目変更ですか、公衆用道路等々に変えることによっての税制面での特例は受け

られるのかなというふうには考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   つまり、分筆登記をすれば、こういう道路という使用目的をすれば、

それは可能であるということですか。どれぐらいの効果があるんですか、税制上で。 

 

○原口育大委員長   税制のことなんですけど、答弁できるんでしたら。 

  都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   公衆用道路となりますと非課税扱いとなりますので、税

金のほうはかからないというふうに確認しております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、その地権者の申し出によって、その部分を公衆道路と

いうことで変更は可能やということですか。 

 

○原口育大委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   そのように感じてます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは今、所有権はもともとの所有者であって、利用権の設定という

ような格好になるんですかね。どんなような解釈になるんですかね。 

 

○原口育大委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   どのような解釈といいますか、あくまでその分について

の地目変更を行うということでございますので、利用等については当然、セットバックし
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た用地についての使用については可能というふうになってございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   つまり、その地目が公衆用道路という地目に変更するという意味です

か。 

 

○原口育大委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   確認申請の許可がおりてなくても入札の執行はできるのか、それだけ

ちょっと確認します。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   建築確認ができているという条件の中で執行すると思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   建築確認申請の許可がおりてなくても入札の執行はできるんですかよ。

公共。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   失礼しました。入札執行そのものはできると思いますけれど

も、着手ができないということになります。訂正いたします。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   入札執行はできるということですね。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 
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  廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   これ、確認申請許可がおりてなかったら、内容が変わる可能性が出て

くるわけよね。そういう場合は、条件さえうとうとけば、できる可能性はあるとは思うん

やけども、なかなかその点、難しいと考えるんですけれども、その点いかがですか。 

 

○原口育大委員長   財務部長。 

 

○財務部長（神代充広）   委員おっしゃるとおりだと思います。ですから、余り好まし

くないやり方であると思いますので、あくまでやはり建築確認の許可がおりてから入札を

すべきだとは思います。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ごく簡単な質問で申しわけないんですが、２７年度の一つの大きな目

玉として、３歳児から５歳児の幼稚園の費用、保育料の無料化が出てくると思うんですが、

これに伴って、南あわじ市で子供の数がふえてくる可能性が多くあると思うんですけども、

その子供たちが遊べる公園等が整備されているかどうかというのも大きな一つのポイント

になってくるような気がするんですが、都市整備部のほうでそういった子供たちが気軽に

遊べるような公園等の整備計画等はあるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   現在のところ、新規に公園という計画はございません。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   せっかくそういう一つの大きな目玉の政策を、これからいろいろと議

論、討論していくんですけども、もしそれが実現したとしたら、やっぱりそれに附随する

ような施設等についても、ある程度対応していくべきではないかなというふうに思うんで

すが、そういった、これから検討してみる余地はありませんか。 

 

○原口育大委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   確かに、熊田委員の言われることもわからんことはない
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です。ただ、考えていただきたいのは、もともと今の子供たちより、私ども、熊田委員も

そうなんですけど、自分たちが子供だったころは、３倍、４倍の子供たちがおったと。そ

の子供たちがどんどん減ってきたがゆえに、今回、無料化というようなことまでの施策に

まで踏み込める状態になってきとるということでございます。 

  そやから当然、昔、地域の中にも子供等々が遊んでおった自治区の中の公園、また今、

都市整備部のほうで管理しておる都市公園等々もございます。そういったことですので、

そのような施設の利用は昔よりははるかにしやすくなっておるのがこれ、現実でございま

すので、新たにまた、その少ない子供たちのために新たに遊具を都市公園としてそろえる

というような考えは、今のところはございません。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   遊具とかそういうんじゃなくて、遊べる場が欲しいんです。我々は、

子供のときというのは、失礼ですけど、よそのあいている土地に入っとっても、何も、い

ろいろと言う、怒られたりすることもなくてやってきた感があるんですけど、やっぱりこ

ういう状況を踏まえて、これからの少子対策については、そういう場所、遊具がなくても

広い場所で子供たちが伸び伸びと遊べる場所等も、次の市有財産の絡みもあるかもわかり

ませんけど、あいてる土地等があるんでしたら、有効に使うべきではないかなと、こうい

う思いがします。そういう要望だけしといて、終わらせていただきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   そしたら、質疑がないようですので、（１）から（７）の事項につ

きましては、質疑を終結します。 

  次に、次第の順序を変更しまして、その他に入ります。何かございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ございませんので、その他についても終結します。 

  執行部から報告事項がありましたらお願いいたします。 

  都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   都市計画課から、若人の広場の前回の委員会で、１５日
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の完成式の、もう既に届いておると思うんですけども、御案内ということでさせていただ

きました。それで、これはＪＶのほうからになるんですけれども、完成の神事を、当初１

５日ということでも考えておったんですけども、日程上の関係で、少し案内がおくれてお

るんですけども、３月の前日の１４日、１時半から現地で神事だけを行います。これはＪ

Ｖのほうからの案内となると思うんですけども、委員の皆さんについては、２日間という

ことで大変御足労をかけますけども、来週には案内が届くと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   では、ないようですので、所管事務調査全般についての調査はこれ

で終了しまして、この後は、重点調査事項としたいと思いますので、説明員については、

担当の部署のみとしますので、その他の方については御退席いただきたいと思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午前１１時４０分） 

 

（再開 午前１１時４４分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   情報のほうからちょっとお伺いしますが、新しい庁舎に移って、いろ

んな議会のライブ放送とかいうのも今後検討されるというようなこともあるわけですが、

いわゆるタイムリーな企画をもっとふやしたり、それから、繰り返し放送というのも、も

うちょっとやめるなり、それから、ライブラリーみたいなものをこしらえて、古いものは

オンデマンドでやれるようなオプションみたいな契約とか、そんなようなことも今後、考

えていったらどうかなと、そのようなことを思っておるんですけども。 

  今、加入者がどんどん減っていっているような状況もあるというふうに聞いておるんで

すが、そのあたりを含めて、今、加入者の状況なりを聞いた上で、今後、対策、具体的な

ことなどをいろいろ議論したいと思うんですが、いかがでしょうか。 
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○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   先ほど、蛭子委員さんからの質問なんですけれども、加入状

況といたしましては、平成２６年３月末で、ケーブルの加入者が１万６,６４６件という

ことで、この１月末、平成２７年１月末現在では１万６,５９１件ということで、５５件

の減ということになっております。 

  こういうふうに減っていく歯どめということで、魅力ある番組づくりというのが大切な

ことやと思っております。それで、今のところ、週２回の火曜日と金曜日に更新しておる

わけなんですけれども、２７年１０月から、月火水木金、週５回の更新をしていきたいな

とは思っております。それで、土日については、前の週の金曜日から月火水木の分の放送

した部分をまた土日で放送するというような形を考えております。 

  それで、生中継なんかも取り組んでいきたいとは思っておりますので、このたびの新庁

舎の竣工式とか、それから、若人の広場の３月１５日ですか、竣工式にも生放送を実施し

ていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   こういう技術は本当に日進月歩というところもある、それから、その

中で南あわじ市の特徴を生かすというか、そういうことで、例えば今、議会であれば、た

しか一般質問、古いものも見られるんですよね。情報課でやるというのはなかなか大変だ

と思うんだけれども、広告代理店であったりとか、そういうホームページをつくったりす

る業者の中に、あるいは放送局ですよね、ＮＨＫであったりとか、そういう古い番組のイ

ンターネット配信、オンデマンドの配信みたいなもので、オプションで、月額３００円と

か５００円とか、ＮＨＫなんかもオンデマンドで古いライブラリーを見られるようになっ

ておるようなところもあるんですけれども。 

  やっぱり古い、見たいなと思っても、ＤＶＤに焼いてくださいとか、そういうような格

好でしか今ないんだけれども、そういうプロバイダー契約でというのはちょっとお金もか

かって無理かと思うので、サービスの中身を少し角度を変えてつくっていくと、それにオ

プション費用で契約をとっていくと、そういう考え方もあるんかなと思うんですけどね。

そんなこと、考えられたことはありますか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   今現在、南あわじ市のホームページで動画チャンネルという
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ことで、ケーブルの今まで放送した部分のチャンネル、動画を、番組ですね、配信してお

ります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   オンデマンドということなので、見られるもの、契約をとった方に提

供するというふうな格好なんですよね。古いもの、例えばライブラリーで小学校の番組で

あったりとか、中学校の番組であったりとか、中学校であれば何年の体育会であったりと

か、そういうものを放送したものを見ようと思えば見られるというような、そんな仕組み

なんですが、そこまでできてましたか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   ケーブルの放送については、１日５回実施しております。ま

た、そういうふうなそのときに見られへん人については、ケーブルテレビですので、録画

とか個人でしていただくという方法もございます。そういうふうな形ででもやれますので

というようなところです。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今後の検討課題というふうに考えていって、もう少し番組の研究、オ

ンデマンドという考え方になってるんですかね。動画配信というのは、どれぐらいの番組

を提供してるんですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   ホームページに載せられるような動画配信ということで、ケ

ーブルのほうが作成した番組ですね、それを、ニュースというか、さんさんニュースのほ

うを動画配信をしていると、今現在、そういうふうな状況でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今言っているのは、古いものも見られるようにすると、そういうこと

ですね。それはやられとるということですか。全部やれとるのかな。何番組ぐらい見られ

るんですか。 
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○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   古いものであれば、３年とか４年ぐらい前の部分からも見ら

れる状態だったと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   全てのものが、ニュースだけじゃなくて、特集だったりとかも見られ

ると。例えば、福良で防災の講演会があった、そういうのを見ようと思ったら見られる、

あるいは健康大学で特集で放送したものも見られる、人形浄瑠璃の特集番組をやったもの

も見られると、そういう状態になってるんですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   特集番組、そういうふうな運動会とか、そういうふうなもの

については、そういう動画チャンネルにはのせていないような状態です。ただ、そのさん

さんニュースでホームページで放送できる部分のそういうふうなニュースは流しておるよ

うな状態でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはもう終わっておきますけども、各テレビ局なんかも、テレビ離

れというか、パソコンがあれば済むような時代にも少しなってきとったりして、古い大河

ドラマなんかでも、古いものも著作権の関係もありますけど、期限を切って見られるとか

ね、案外、そういうニーズがふえてるんかなと。 

  都会におってもふるさとのことがいろいろ、加入すれば、契約すれば、月々３００円で

も５００円でも契約をすれば入れるということになれば、南あわじ市民だけじゃなくて、

幅広い方々も契約をする中で加入者がふえると。そうすれば、月額５００円でも１,００

０人とれば５０万円、年間６００万円という収入が上がるわけですから、そんなようなこ

とも一度検討してみてはどうかなというふうに思ったことなので、今後、期待しておきま

す。 

  終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 
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  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   関連で。課長、今、答弁の中で、１０月から毎日更新と言うか、月曜

日から金曜日まで毎日更新するような答弁をしたと思うのやけんど、これは何で１０月か

らなのか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   その部分については、移行期間ということで、編集の速度を

上げる訓練というか、そういう部分をこれからやっていきたいなと。それで、１０月をめ

どに週５回更新を実施できればなということで思っております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いや、機器そのものの何か導入するのに、１０月にするさかいに、１

０月からするのかいなと思ったら、今までケーブルできて、再三再四にわたって、皆、そ

れぞれ議員が言うて、もっと番組制作あれしろいうたって、まだいまだに、こんな１０月

までもこれ、半年かけらなんだらようせんようなスタッフしかおらんのか。洲本は、指定

管理でできよって、南あわじ市、プロパーみたいなところがずっとできて、さんさんネッ

トやいうて、これ、もう十数年になるんだ。合併前からあるんでねえか。そんな職員がお

って、洲本や、きょうやきのう立ち上がったようなところに負けるような、制作能力ない

んだったら、もっとどないぞせえよ。何で１０月よ。１０月というか、４月からもうでき

るんと違うんか。１０月まで、これだけ練習ささなあかんの。十何年も雇うとって、ほん

でまだ半年間練習させないと行かれへんのけ。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   工程については、番組審にも同意を得とるような案件でござ

いますので、まだ市長がそういうことを決める段階なので、番組審のほうについては、１

０月から実施したいと思っておりますということでお伝えはしております。 

  １０月から開始する部分については、申したとおりではございますけれども、あと、４

月には入学式の関係とか、それからあと、新庁舎関連のニュースとかも、そういうふうな

形もいろいろあって、人員の関係もございますので、１０月からということに思っており

ます。 
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○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これね、見よったらほんまに、南あわじ市、一番肝心な時期を迎えと

るのよね。１０周年で、竣工式、竣工式で、毎日更新したったって、やっぱり市民の皆さ

ん方が関心のあるような、庁舎であったり食の拠点であったり、若人の広場であったり、

花みどりフェアであったり、そういうふうな事業は南あわじ市にとって一番重要な時期。

あえて、何でこんな肝心な時期に。そうでしょう、さんさんのやつでもどんどんそういう

ふうな広報を通じて、淡路へいらっしゃいというような広報活動をやりよる中で、市民の

皆さん方に啓発するのが地元のケーブルテレビであって、そういう情報伝達をスムーズに

やらなんだら、花みどりフェアが済んでからそんな特集したって、話にならんさかいに。 

  そこらをできるだけ速やかに、今言った肝心な情報を市民にまず周知するためのケーブ

ルテレビでしょう。そこをしっかりと、ここの３月の肝心な花みどりフェアができるんや

ったら、今の話やったら、１０月までにせんで、こうした３月２１日からでもできるよう

なことと違うんですか。何も、機械の更新も何もないような話でしょう。これ、３月の２

１日、１日の竣工式からやれる話でしょう。だから頑張ってくださいよ。もう一遍、３月

１日からやられへん理由を教えてください。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   繰り返しにはなりますけれども、番組審のほうについても、

そういうふうな１０月から実施するということをお伝えして、了承はいただいておるよう

な関係でございますので、それをめどにニュースはそれまで、火曜日と金曜日の更新でご

ざいますけれども、できるだけタイムリーなニュースを流していきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   もう、時間も時間なんやけど、番組審からそういうふうな今まで、議

員のケーブルに対するさまざまな意見、要望よ。番組審査会というか、そういう委員の中

から、そういう御意見は出てなかったんですか。議会ではもうかなり、同僚議員、柏木議

員初め、皆、ケーブルに対するさまざまな施策、もう何年も前から言い続けとるわけです

わな。そういう議会で議員がそれぞれケーブルに対する御意見を言うやつが、番組審査会

の中では一切そんなことは出てないんですか。番組審、番組審言うんやけど。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 
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○情報課長（土肥一二）   番組審の中でも、週２回でなしに、もっとタイムリーな形で

番組を放送して、魅力ある番組を発信していけというような形は、番組審の中でも議論は

されております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そんで、番組審の中でも議論されとったけんど、ずるずると、そうい

う番組審の委員の意見を無視したような状況で今日まで来たと。いよいよこの、何もかも

事業が、大きな事業が済んでから、１０月ごろからぼちぼち始めようかと、そういうふう

なスタンスで情報課としては取り組んでおると、そういう理解でよろしいんですか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   私もちょっと所管も変わりますので、余り安受け合いはでき

ないんですけども、私、昨年の４月に総務部、このケーブルテレビも所管になりまして、

おおむね１年たちます。その中でかなり、先ほど委員おっしゃいましたように、私も現場

のほうにいろいろハッパもかけておりまして、台風時でも少しばかり、以前から比べて改

良も進んできておると思いますし、来年度、その設備についても充実させるというような

ことにしております。 

  それから、防災カメラにつきましても、これにつきましても、来年度予算の審議の中で

論議されると思いますけども、その防災カメラにつきましても充実を図っていくというよ

うなことも、一歩一歩、ある程度は前に進んできておるところでございます。 

  それと、委員おっしゃいましたように、なぜ１０月までもかかるのかということで、私

もこの間の審議会に出まして、そういう印象を私自身も受けております。そういうことで

所管も変わりますので余り、先ほども言いましたように、丸ごと引き受けはできないんで

すけれども、これを少しでも前倒しする、また、番組の更新につきましても、少しでも早

い更新回数で、少しでもふやしていくというような形で取り組んでいきたいと思います。

早速きょう、課長、それから担当者にもその旨伝えまして、改善を、少しでも早く改善す

るように取り組んでいきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   先ほどの谷口意見の発言のうち、不適当と思われる部分については、

後刻記録を調査し、委員長においてしかるべき処置を行います。 

  それでは、昼食のため、暫時休憩します。 

  再開は午後１時５分とします。 
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（休憩 午後 ０時０３分） 

 

（再開 午後 １時０３分） 

 

○原口育大委員長   それでは、ちょっと早いんですけど、再開させていただきます。 

  質疑ございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   これ、質問ではないかもわからんのやけども、ある山口県の放送、民

間会社、もう９０％がライブ。職員が生を担当して、非常に少数で精鋭で、毎年ここ１０

年間、ずっと黒字経営。やはり、そういう民間のハングリーというか、そこらの奇抜な経

営体制、運営体制がやっぱり今後、そういうのを望まれるんと違うかと。 

  先ほど、課長も生放送をやりますと言うけども、やはり生放送を手がけられるアナウン

サー、そういう人材育成がやっぱり必要やと思うんよね。アドリブでやれる。こんなん言

うたら悪いけども、南あわじ市のケーブルテレビやったら、物すごくかたい言葉で話をし

てますよね。今、民間のテレビやラジオでも、ほとんど普通に会話してるような、そうい

う話し方。やっぱりこの親近感、聞いてる人たちの親近感をすぐそこに持ってきた形でし

ゃべっとるんで、やっぱりそういうのが今後、必要ではないんかなと。それと、やっぱり

ライブ、そういう育成というのが今後の重要課題やと思うんよな。それでなければ、この

ケーブルテレビも持たへんと思う。１回、そんなところをやっぱり視察して、勉強してっ

たらええと思うで。 

  そこはちょっとおもしろいねん。売りがね、小さな地域やから、亡くなった人、その人

の、どこどこで誰々が亡くなられましたと。お坊さんが諷誦文言うとるでしょう、その人

の何年に生まれて、家族構成どんなんでと、そういうなんをほんまに短時間で紹介する。

これ、そうしたら物すごく好評やねん。ただ、その家族には、こういう放送をしますけど

もよろしいですかと了解をとるわけ。ほんで、いや、もううちはかなわんねんと言うた人

も、後日、やっぱりしてもらえませんかとか言うてくるわけです。それだけ、その地域の

人が見たり聞いたりしよるわけですわね。 

  これも民間のおもしろいのが、コマーシャル。あれ、何秒やったかな、１０秒か２０秒

か知らんけども、ワンコイン、５００円。これはええわの。ちょっとしたところでも、ワ

ンコインぐらいやったら、一週間に１回くらいですけども流してくれやと。うち今度、こ

んなサービスするよって、お客に来てもらうよって、そういうふうな画期的なことをやっ

とるわけやな。 

  ですから、もっともっとそういう民間のノウハウを取り入れた経営を、やっぱり目指し

て、それをさっき言いよったけど、１０月じゃなしに、１０年先じゃなしに、もう来年度
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とか再来年度とかいうような一つの目標を立てて、それを３年計画なら３年計画。野球の

甲子園行くんじゃないけども、３年計画で甲子園に行く学生を育てるとか、一つのやっぱ

り目標を、設定値をしっかりと定めて、それを達成するというふうなことを今後やってい

かな、このケーブルテレビもなかなか、人口も減ってきよる、加入率も低下してきとる、

そんな中で生き残っていけへんと思うんよな。情報課長、どうですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   長船委員さんには貴重な御意見をいただきまして、ありがと

うございます。それで、アナウンサーの部分については、アナウンサー研修に積極的に今

後も出していきたいと思っております。また、放送内容につきましては、市民目線に合っ

た魅力的な番組のまた編成等を考えていきたいと思いますので、そのように考えていきた

いと思っております。 

  ＣＭについても、今、３本ですか、ＣＭを流しております。３０秒が１本と１５秒が２

本流れております。それで、ＣＭの部分についても、今後ももっとＣＭがふえるように頑

張っていきたいなとは思っております。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   昼休みにさんさんネットの動画のライブラリーをちょっと拝見したん

ですけども、やっぱり何か検索的な機能があったり、保育園の行事とか、言葉で、こんな

のが出てくるというような、何かあったらええのかなと。何年何月何日の放送というよう

な格好では、見たい番組というのがわかりにくいのかなという、そんな感じもしたんです

よね。 

  それと、先ほどのオンデマンドの話で、あれだけのことができるんであれば、もう少し

工夫すれば、いろんなこれまで撮りためた放送番組のライブラリーを有料化をして提供す

るということは、十分可能でないかなというようなことも思いますので、経営もそこそこ

できているようですけども、そういう角度から新しい仕組みをつくって、売り上げという

のか、収入を上げていくということも可能ではないのかなということを思いますので、ぜ

ひそういう点でも一度、深い検討をいただければなというふうに思うんですけど、どうで

しょうかね。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 
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○情報課長（土肥一二）   先ほど、ホームページを見ていただいたということで、確か

に、何月何日の放送分ですよということで、こういう内容の部分が、その何月何日分放送

というだけしかわからへんので、そこをクリックしていただければ内容のほうは見れるよ

うな状態なんですけれども、もうちょっと画面等に工夫を凝らしまして、またわかりやす

いような工夫ができるのであれば、そういうふうに対応はしていきたいなとは思っており

ます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   検索機能なんかも割と簡単にできると思うので、それはそんなに難し

いことじゃないかなと。あと、よくインターネットなんかも、さんさんネットは非常に遅

いということがあって、少し敬遠されがちになるんだけれども、このインターネットのプ

ロバイダーみたいなの、余り早い速度を追求するということにかけるコストがあれば、む

しろ、そうした番組の編成とかにお金をかけるほうがいいんでないかなというふうなこと

も思いますのでね。その点、今後十分に検討を加えていただければなと思います。 

  これで終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   近、よくテレビで放送してるんですけども、市のところへ市民が道

路の危険箇所とか、遊具の壊れてる状況なんかを投稿して、今こういう状態ですから修理

をお願いしますみたいな要望を出すところがあるんですけども、そういったことというの

は情報課のほうで考えてるのかどうか、お聞きしたいんですが。そういった市民からの投

稿といいますか、それを市のほうの行政とつなげると、こういった取り組みは考えてませ

んか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   今のところは、そういうことは考えておりませんけれども、

そういうふうな投稿写真というか、動画とか、こんなところがありますよということがこ

ちらのほうに報告があれば、担当課のほうに、こういうことがありましたので修繕のほう

をよろしくお願いしますとかいうような、中継ぎのようなことはできるかとは思うんです

けれども。 
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○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   中継ぎじゃなしに、例えば、そういう情報が都市整備部だったりとか、

またそれ以外のいろんなところ、内容がいろいろ変わってくるとは思うんですが、そうい

ったところへ直接出て、今だったら位置情報とかで、どこの場所かというのはわかるみた

いなんで、すぐにそういう対応ができるんでしたら非常に便利かなと思うんですが、そう

いったことは検討をしてみる気はありませんか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   その部分については、今、どういうふうなほかの自治体で取

り組んでおるかということを勉強して、取り組めるものであれば、またその辺、検討して

いきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   やっぱり、市民と行政とのそういうつながりを強める意味でも、やっ

ぱりそういう取り組み、情報を使っていろんなことをやるというのも一つの手だと思いま

すし、また、あるところでは市民、市専用のアプリをつくっているところがあって、そう

いうので検索すると、すぐにそのイベント情報だったり子育て情報だったりが流れると。

今やったら、我々やったら、ホームページを探して担当部署を探して、どういうことをや

ってるかというのを一々探さんなんですけども、とにかく市民に要望の多いやつについて

は、そういうアプリからすぐに見れるとか、そういった取り組みもこれからはする必要が

あるんではないかなと思うんですが、そういったことも含めての取り組みについて、どう

いう考えを持っているのかお聞きしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   その部分についても、やはり大事なことですので、今後、勉

強して、ほかの自治体にもそういう先進的なことをやっているところを参考にしながら、

また今後、検討していきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先般、２７年度、県のほうの概要というか、防災関連の予算の概要が
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出とったと思うんですわね。そのあたり、今、市のほうで把握しとる状況についてお尋ね

します。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   新聞発表の部分の詳細については、それぞれ防災の絡みにし

ても、縦の建設関係であれば、洲本土木の関係から都市整備とか、それぞれの形の中での

事業の把握になるかと思いますので、それを一括して、こちらのほうでちょっと把握して

いるのは、今現状ではしてないです。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、福良湾口の防波堤、それと塩屋川の河口堰とか、阿万海岸の防

潮堤のかさ上げであったりとか、西淡町のほうの松帆の松島橋のかけかえの工事であった

りとかいうのは、新聞に出てましたわな。あのあたりの事業というか、２７年度に計上し

とるということは、２７年度に私としたら、松帆の倭文川の橋のかけかえが完了すんのや

なというような思いで持っとんのやけんど。この辺というのはインフラ５カ年計画でない

けんど、そこらぐらいは把握しとんのだ。福良湾口はこないなっていく、阿万の塩屋川は

こないなっていくというのは、それぐらいは把握しとるでしょう。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今現状で、その５カ年計画の分についてこちらで確認してい

るのは、今、暫定の２が出てるんですけど、それをこの３月に県のほうが改訂をして、確

定版を出すと。それによってということは聞いてるんですけれど。あと、２７年度の事業

の部分について、どういう形の中で２７年度事業が進んでいくかという部分については、

所管課のほうで詳細の話が行っているかなと。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   結局、私が聞きたいのはね、福良よ。結局、ああいう予算がついた段

階で、１.１メートルと書いてあったんやの。これ、事業の着手というのは、いつから始

めてくれるのかなという、一つは聞きたいのと、阿万の塩屋川の河口堰も、あれ、このた

び出とるということは、あれが詳細設計予算なんか、そこらはあんた方はわからんのけ。

阿万の塩屋川の河口堰は、ことし設計して来年ぐらいからできるというのは、その辺を聞
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きたいのやけんど。わからんなら、また後で。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   詳細につきまして、一度全部確認させていただいて、また申

し上げさせていただきます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   防災関連なんですが、フェニックス共済の加入率は、結構南あわじ市

は進んでるというふうに聞いておるんですけども、県下での状況はどうなってますか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   現在、資料のほうについては、２７年の１月３１日現在とい

うところで、全体的な形になりますが、全体で今現在、南あわじ市が加入率が２６.１％

で、それが県下でナンバー２でありまして、ナンバー１が佐用町の３２％という形になり

ます。あと順次、南あわじ市は２６.１として、あと、３番手が２３.６％で、順番に言い

ますと、３番の２３.６％が神河町、４番が２１.８％で小野市、５番が２１.５％でたつ

の市、６番が２１.３％で市川町、７番が２０.４％で宍粟市、８番が２０.１％で洲本市、

今の状態で２０％以上が、以上の８地区になります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   県下の、兵庫県全体の平均は何％になるんですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   全体的には９.２％です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   非常に開きがあるということですが、県下第２位ということで２６.

１％あるんですが、この加入の促進というのか、これは、南あわじ市の中での地域的な差
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というのはわかりますかね。そこまではわからないのかな。やはり、これは実際的には津

波、地震の予想の中で、特に弱い部分ということで、レッドカードでないけれども、イエ

ローゾーンからレッドゾーンというようなところも結構あったかと思うんですよね。そう

いうところでの普及啓発というか、そういうことでの考えというのはお持ちですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今回、このフェニックス共済で去年の８月の広報にも載せさ

せていただいたんですが、一部損壊の１０％以上の部分についても共済金が出るという形

で新しい特約が出てます。それについて、８月の広報等で推進をさせていただいたのと、

あわせて、９月にハザードマップができたことによりまして、そのときにも各戸配布とい

うことで、その推進もさせていただいております。現在、いろんなところを捉まえて、そ

ういう制度がありますよという部分についてをさせていただいているんで、なかなか個々

にという部分については、今現状、できていないというのは確かにあります。そういう場

をとらえて、人が集まるときにはそういう推進のチラシを配るとかいう部分で、啓発、加

入促進をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この制度ができてもう十何年になるんかな。大方、２０年にもならな

いか、十五、六年。１０年ぐらいですか。この加入率というのは、当初から割と南あわじ

市の場合、進んどったような印象もあるんやけれども、そこら辺の推移はどうなってます

かね。割と早くから取り組んで、割と早い段階から高い加入率であったような印象も持っ

とるんですけども。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   これまでの中では、力を入れるということで、推進担当を置

いて推進していた時期もあります。それから、緊急雇用の関係で、職員を緊急雇用でして、

各家庭訪問等も含めて推進したような経緯もございます。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   その加入していない市民がちょっと不勉強なのか、それとも推進体制

で中身を知らせるのが弱いのか、そのあたりというのは微妙なところだと思うんだけれど

も、佐用町、これは大きな水害があって、加入者が一気にふえたのかなという印象なんで

すけども。やはり、いろいろ努力もしておるということはよくわかるんですけれども、結

構、地域的な差というのがあるんかなと。福良とか松帆とかは、やっぱり加入率が高いけ

れども、地震に対してちょっと、地震や、あるいは水害に対して、少し油断がある地域が

弱いのかなとか、そんなようなことを思うんですけども。そのあたりを分析はできないん

ですかね。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   フェニックス共済で、一昨年、地震がありました。そのとき

には、見舞い等々も含めた中で、一応、加入の、何人おるとか、いろいろ一部データをそ

のときにもらっている部分がありますので、それで、地区ではなしに、ただ、住所という

部分の大きい括りの中では、ある程度の人員を確認できるのかなとは思います。 

  それで、そこらのことを含めて、また一度、再度、今度、耐震化の部分もいろいろ事業

のほうでも出てきておりますので、そこらとタイアップをしながら、なるべく多くの方に

知ってもらうというようなことで推進していければなとは思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   こういう共済制度というのは、加入者が多いほど一定の蓄財ができて、

また事業にも幅ができたりというようなこともあるのかなというふうに思うんですね。そ

ういう面では、やっぱり加入促進をさらに一層図ると、進めるということは大事なことだ

ろうと思いますので、努力をしていただきたいというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この防災対策の推進というのは、防災関連でお尋ねすんねけんど、や

はり大規模災害、今からの災害、先般のあの日本人拉致でないけんど、あないして情報収

集、情報伝達手段が一番 も重要やと思うんですわな。ほんで、その辺で、先ほど部長の

ほうから、カメラ等々言われとったけんど、これ、新庁舎ができた段階で、今のこの庁舎

の情報収集以上の機能の情報収集ができるのかどうか。そういうふうな機能というのも持

っとるのかなと思って。情報伝達手段というか、そこらどないなんですか。情報収集手段

というのは何か、県からのフェニックスやいろんなデータというか、今の防災課のところ



 

－ 51 － 

にいろいろ来よるんだ。そこら、情報収集機能の強化はできとるんか、新庁舎のときよ。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   現在、今現状で、新庁舎ができてすぐについては、同じ、今

現状はレベルです。ただ、２７年度においては、それよりもカメラを設置するとかいう、

また、新聞報道にもありましたけど、防災行政無線の整備とかの部分の中で、そういう前

を向いた中で進めていけたらとは思っております。その中で、どうしても先の話、ちょっ

と予算の話になってしまうんで、そういうような中で新しい取り組みに進んでいっている

ということで御理解いただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今度、庁舎ができて、あそこで全て市内のそういうふうな災害対策の

機能を持っておるような部屋ができるわけだ。部屋というんか、危機管理部というのが。

その段階で、カメラであったり、さまざまな情報、県からの情報、気象庁からの情報、消

防からの情報というのは、そのあたりはモニターか何かでないけんど、大きな、何かそん

なんは設置してへんのけ。ないんけ。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   部屋的には防災通信室ということで、危機管理部の横

に大きな部屋を設けております。それは、またサーバーとは別に、そういった今、既存の

システム、この前も既存のシステムを搬入、設置、設定、調査する業者が三十数社ござい

まして、この部屋をお借りして打ち合わせをしました。既存のシステムについては、全部

入ってきます。担当課と話をして。部屋的には防災通信室というようなものもございます

し、また、災害のときの対策本部室もまた別途こしらえておりますし、消防団の詰所的な

場所もこしらえております。 

  あと、システム的なところについては、各課で追加があれば、今後、予算措置して設定

していくような格好になろうかと思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いや、部長、私が言いよるのは、例えば県との直通回線というんか、

消防とか自衛隊とか、その辺と直接、言うたら直通で連絡できるような、そういうふうな
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通信手段の機器の設置というのはしとらへんの。今と全く一緒か。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今、ホットライン的なことやと思うんですけど、それについ

ては、そういうのはないです。今までどおりの形になります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そのあたり、私としてはホットラインというんか、そのあたり、姫路

の第３特科隊でも、ぼんと連絡行くように、また、消防なり警察なりでも、ぼんと連絡、

言うたら 優先、通信手段が遮断されんでかの。遮断というか、つながりにくくなるでね

えか。あんなときに、専用の優先回線というやつは必要やと思うねけんど。その辺、今後、

そういうやつの設置に向けての考えは。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今現状で、そういうホットライン的なものについては、今、

整備はされてないのが事実です。それで、それぞれの各関係機関とはまたそんな話もして

いって、それができるのかどうか、そこらを確認していきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今、ＮＴＴでも、消防やったら、災害時でもかかりやすいような回線

というか、あるのよ。電話機でも。それはあるのだ。そういうやつはもちろん、危機管理

の部屋には全部、ここのあるＮＴＴの電話、災害時においたって、優先して通信なり連絡

が来やすいような、そういう回線はあるんでしょう。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   ちょっと回線数は覚えてないんですが、その各担当課、以前

であれば各担当課ごとに１台は大体あったような状況なので、それは今回も、ちょっと台

数はわかりませんけど、これは確保しております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   危機管理室というところには、そういう専用のホットライン的なそう

いう機器と、それとモニターというんか、カメラあんでかな。あの辺は危機管理室におっ

たら、バンと全部、そこの市内の何カ所かのモニターというのは、同時に見れるような機

能をするぐらいのやつは、設備としてつくっとんのけ。つくってへんの。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   申しわけございません。対策本部室については大きい画面の

ものをつけております。それをちょっと、あとどういうふうに利用できるかというのが、

ちょっと担当課のほうで聞いてない部分がございますので、それについてはそういう形で

いろいろ使っていければと思います。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   モニターで、専用の部屋でモニターで直接ではないかもわか

りませんけども、先ほど、午前中でしたか、防災のカメラの見直しというか、やりかえは

来年度予算でやるということになります。そのときには、ケーブルテレビのほうで、その

切りかえをすることで、多分行けるようになると思いますので、それをそっちの専用の部

屋で見れるようにする仕組みがつくれれば、そういうのも可能になると思います。これ以

上言っていたら、来年度予算の話になってきますので、この程度でお願いしたいと思いま

す。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、今、沼島、土生港、渦潮とか福良湾口とか湊とか、県も監視カ

メラをつけとんのよの。そういうやつも全部、そこの市内についとる定点カメラを全部そ

こで見れるように。ほんで、津波というか、そういうやつの情報収集するのには、やっぱ

りそういうやつが、システムがぜひ必要やさかいに、その辺、積極的に。 

  今でもあれ、沼島と土生港と福良と、福良の港湾のところ２カ所と、それとオニオンタ

ワーとか。県のほうは県で、三原川河口じゃ、松島橋の近郊、松帆小学校のところやいう

て、県も県で河川管理のカメラがあるし、市は市でしとる、そこらもタイアップして、し

っかりとした情報収集できるような機能を持ったようなカメラを、今後も増設していただ

きたいなと思います。丸山もあったんけ。阿那賀港かどこか。 
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○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   ちょっと正確な場所は全て説明はできませんけども、県がそ

れを映すことを許可していただける部分につきましては、こちらのほうのモニターでも把

握できるような形になると思いますので、またそれについては検討していきたいと思いま

す。 

  それと、先ほど説明が漏れましたけども、一般の電話が不通になって、危機管理の電話

も不通になった、有線電話が不通になったときのために、衛星の携帯電話、これにつきま

して、建物内では非常に受けにくいということで、固定のアンテナも移設といいますか、

新庁舎のほうに設置するような形、それから、市内の拠点というんですか、数カ所に、そ

の衛星電話もつながるような形で配備も拡張していきたいということも考えております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   情報収集は、そやさかい、今以上に強化してもらって、情報伝達手段

も、今度、市民に対する情報伝達手段もある程度強化するような話をしとってんけんど、

これもまだ答弁はでけへんのけ。防災無線よ。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   防災無線については、もう議会が始まってからでお願いした

いと思います。住民への情報伝達手段等につきましても、充実のほうは図っていきたいと

いうように考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   防災対策、危機管理対策ということで、危険な建物が結構多いと。聞

くところによると、阿万小学校の通学路にも何か今、コーンで危険ですよというような示

しながら、子供たちに注意をしてるというような。上から瓦が落ちてくるとか、老朽な家

屋なんですけどね。そんな状況があると。結構、そういうものが市内にもあるんかなと。

そういうような避難路の確保であったり、老朽危険家屋というのか、そういうものの対策

というのが大事だというようなことを以前も質問したことがあったんですけども。今、ど

んな対応、そういう具体的な、今、聞いてるのは阿万の小学校のところなんですけども。
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そういうことは入ってますか、情報としては。教育委員会の所管だろうとは思うんだけれ

ども。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   防災課のほうの特定ということで、こういうところが危ない

とかいう部分については、入ってきてないのが今の状況です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   危険家屋の撤去なり対応なりというのは、もうちょっとおらへんくな

ったんですけども、都市整備部の課題かと、あるいは、南あわじ市は市民生活部がやって

おるというふうにも聞いておるんですけども。これやっぱり、もしわかればですけども、

危険家屋ですね。震災によって倒れる危険性がある、避難路をふさいでしまう可能性があ

る、そういったものの調査は既にやってるというふうには聞いてるんですけどもね。防災

課として、そういう連絡は取り合って、対策など検討されてますか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今現状で、防災課ということでなしに、市としての検討委員

会的なもので、今、生活環境課のほうが音頭をとって、そういう空き家対策的なことで話

はしてるんですけれど、現状、今までの中で危険建物で、どうしても危険建物が市道であ

れば、市道の部分での対応とかいう部分の中でなってきているのが現状で、そこら辺につ

いて、今後、またその検討委員会等の中で、方向性が出るのかなとは思っております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   小学校の通学路なんかは、そういうのは非常に危ないので、パイロン

で通行規制しとるというような状態がもしあるんだったら、ちょっとそれも問題かなと。

これは一度、教育委員会ともちょっと相談もしながらやっていただきたいのと、それから

危険家屋の撤去というのは、これは国のほうで法律整備が進んでいるということですので

ね。これはやはり早く対策も、防災的な観点、避難路の確保という観点からも、ぜひ強め

ていただきたいというように思うんですけども、どうでしょうか。 

 



 

－ 56 － 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今の現状、子供という部分について、その家屋が所有者がお

るのかいないのか、いろいろ状況にもよって対応も変わってくるかと思いますが、そうい

うそこら辺については、またそれぞれの物件ごとになるのかもわかりませんけれど、もし

こちらのほうが聞いた中でそういう物件があれば、また教育委員会のほうへもつなぎなが

ら協議していきたいと思います。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   今、空き家のことについて、法整備ができております。

条例か要綱かという中で、先般、会議をして、現状は今、市民生活部の生活環境課のほう

で実態調査をしております。機構改革を４月に行って、空き家の対策の事務については、

都市計画課のほうでするということで、今現状は、生活環境課と都市計画課のほうで、空

き家対策の要綱を策定すべく、今、調整しとるという段階ですので、それが整えば、要綱

制定という中で、法に基づいた要綱に基づいて、防災、危機管理部との調整が図られてい

くものだろうというふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ぜひ推進してほしいということと、それからやっぱり避難路ですね。

これは福良なんかが特に課題になってるんかなと思うんですけども。狭い路地、そういう

ところに、例えば先ほどのセットバックの話もしたんですけれども、可能なところから広

げていくとか、救急車両の入りにくいところは特にそういうものが部分的にでもつくれな

いかなとか、そんなような思いもあるんですけども。こうした自治会なりの要望とかも大

事なことであって、そういう面での連合自治会などとの協議というようなことも考えてい

ただければなというふうに思っとんのですけども、その点、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   福良の地区については、旧の南淡町のときから、そうし

た縦への道路が必要だろうということで、かなり調整を図ってきたんですが、当初、３カ

所ぐらい候補を設けてやったんですが、現状はできらんということでございます。今後、

やはりそうした部分のところは、将来的には必ず要るだろうということで、また連合自治
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会なり、そうしたところと話し合いをして、可能であれば早目にそうした道路を設けるべ

きだろうと。 

  今は小学校へ上がる道で、小学校が避難所というところもありますし、車も上がろうと

思ったら上がっていけるというところで、今はそれだけなんですが、やはり将来的にとい

うよりも、現状的には必要だろうけども、やはり地権者との関係なり、いろいろな含みが

ありますので、そうした部分について、やはり福良のまちづくりなり、自治会、連合自治

会なり、そうしたところで協議して、可能な限り、早目にやるべきものであればやってい

くという方針には、市としては持っとるんですけども。今後、そうしたことの協議がなお

一層、必要だろうというふうに認識しております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   福良もそうですし、地震や津波だけではなくて、ふだんの救急車両、

消防自動車が入れないところも結構、広田であっても湊であっても、松帆の一部地域であ

ってもいろいろあるということで、そうしたことの推進をしていく上での条件整備みたい

なことも要るのかなと。そういう条件整備も含めて、連合自治会と十分協議をして、推進

をしていただきたいというふうに思います。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   せっかく立派なハザードマップをつくってもろうたわな。ほんで、市

民に配布してます。ほんで、自主防災訓練にああいうような、それを使ったような訓練な

り、市民にハザードマップで危険な洪水とか津波のエリアのところの市民に対して、市の

防災課は今後どのように関与していくお考えをお持ちですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   よく言われるのが、ハザードマップをつくって配布して、そ

れで終わりかということがよく言われる部分がございます。それで、今、渡すとしまって

しまうということもあって、とりあえずそれを表に出すということで、２１カ所、交流セ

ンターができるということで、そこへパネル展示的な形で、一部そういうのにして貼り出

したりして、見てもらおうと。そこへ来る人が必ず目につくだろうというようなところで

地域の危険箇所を知ってもらうというようなことを、今一点、考えております。そういう

ような形の中で、そういう目につくような形の中で推進をしていけたら。 
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  それとあと、出前講座ということで、待っているだけではないんですけれど、声をかけ

ながら、そういう場づくりをして、そこで地域の危険箇所、またそういうことでの啓発を

していきたいなとは思っております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、私が言いたいのは、やっぱり年に１回ぐらいは、せっかくハザ

ードマップを配布しとんのやさかい、ほんで、やっぱり市内でも、これは防災に対する格

差というのはありますわ。当然、三原じゃ緑やと、それと低地のところに住んでおるのと

は、やっぱり津波の被害予想されとるエリア、せめてそのあたりだけは年に１回、危機管

理というか防災課が出前講座というか行って、しっかりとした訓練というか、とにかく逃

げるしかないねけんど。 

  ほんで、逃げるときに避難路というか、やっぱりその地域の住民の意見を聞いてあげて、

やはり我々だったら、この高さやったらこの道、避難路整備してくれよと、そういう要望

も出てくるさかいに。やっぱりそないして、危険なエリアに入っておるところに行って、

ほんまに市民の意見を聞いたって、市民の要望にこたえられるような、やっぱり有効なハ

ザードマップの活用ができるように、今後取り組んでいただきたいという思いがあります

ので、どうですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   ことし、２６年度実績ということなんですが、福良のほうで

は防災フェスタなりフォーラムという中で、各自治会から３人ないし４人の方々が集まっ

ていただいて、マップづくり、こないしてしますよというのを体験をしていただいたり、

あと、各、沼島においても、どうしても学校と地域の連携が要るというようなところで、

そこへ行って、また災害についての話をしたりとか、あと、緑においても、防災カフェと

いうのが緑ではやってますので、そういうのは毎年、行かせていただいたりとか、それぞ

れ、毎年いろいろ各自治会のほうで取り組みをさせていただいておるところについては、

いつも行かせていただいて、そういう話をしております。それを今、中で実績を踏まえな

がら、ふやしていきよるというところなので、皆さんの御協力もいただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   よう危機管理ができたら、これが仕事やと思うとってください。お願

いいたします。 

 

○原口育大委員長   廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   今、防災の話が出ておりますけども、これ、三原、緑は安全やという

考え方があるんやけども、岩手の東北大地震では、ため池が切れて、即座に亡くなった方

も多いわけよな。そやから、やっぱりそこらの啓蒙活動というんか、それが全くできてな

いような気がするんやけども。その点に関してはどういう考えをお持ちでしょうか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   防災課については、雨なり地震なり、いろんな災害が対応や

と思っております。あと、実際のところ、このため池が、長田のほうに関しては、そこの

自主防に関しては、上流にため池があると。そこが決壊した場合に、どないして逃げよう

かというようなところで、それぞれの地域において、危険箇所が違いますので、それはそ

ういうような形の中で推進もさせていただいて、ため池が切れたらこの辺に逃げましょう

とかいう部分でしております。 

  それで、今回、地震に関しましても、津波もございますけれど、地震によって家屋が持

つかどうかという部分が非常に気になるところでございます。そこらについては、また耐

震化という部分で推進もしていかんなんということで、非常に幅広い部分がございますの

で、それは、その地域に合わせた中でお話はさせていただきたいなとは思っております。 

 

○原口育大委員長   廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   これ、市地区でも、山手のほうに、神代に大池という大きな池がある

んですね。これ、地震が起こって堤防がぱっと切れたら、即座にこれ、津波やったら５０

分間云々いう話がございますけども、やっぱり即座に水が押し寄せてくると、そういう状

態になるわけなんですね。今、何が必要かというたら、やっぱり市民への啓蒙活動、それ

をぜひやってほしいんやけどね。そういうのを考えておりませんか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   ため池につきましては、一定規模の以上のため池全てにつき

まして、今、点検であるとか対策とか、今やってますので、それだけで終わることなく、



 

－ 60 － 

やはりその周知につきましては、危機管理部から直接というよりも、農業関係の部署から

のほうがいい場合もございますので、そこら辺のところにつきましては、新の危機管理部

ができまして、また農業の関係部署のほうとタイアップして、効果的な対応策のほうを考

えていくべきだろうというように考えております。 

 

○原口育大委員長   廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   私の言うとるんは、啓蒙活動を言うとるんやからね。要するに、ハー

ド面の整備云々以前に、やはり地震が来てすぐ逃げよという話があれば、被害がちょっと

でも少ないという話で、そこらの啓蒙活動をもっとせんとあかんのと違うかという話をし

とるわけよね。だから、ハード面は、それは農林振興でも、ほかの都市整備部でもやっぱ

りすべきやろうけども、それ以前にやっぱり啓蒙活動というのは、これはやっぱり防災課、

今の時点であれば防災課がやっぱりすべきやと思うんやけどね。 

  このため池が切れた場合、地震があったらすぐ逃げなさいと、何でかというたら、ため

池の水が押し寄せてくるという考え方ができるわけよね。そういう面がこれ、市内におい

て全く話が出てないから言いよるだけであって。やっぱり、そこらの啓蒙活動というのは

すべきじゃないかと思うんですわ。これ、講演をして、やっぱりそういう話をしてもらう

というのも一つの手やろうし。やっぱりそういうことを考えてほしいと。その点に関して

はいかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   災害という部分なんですが、現状、ため池管理の部分につい

て、田主の部分について、水を下げてとかいう部分については、今現状では農林のほうで

対応しております。 

 

○原口育大委員長   廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   地震が起こってすぐ、もう堤防が切れるんやから、もし、地層の関係

で。そうした場合、水が押し寄せてくるわけよ。そやからこれ、上流で切れたら、要する

に被害者がすごく出るという考え方があるわけよの。だから、地震が起きたらすぐ逃げな

さいよという啓蒙活動をしとれば、やっぱり被害者が一人でも少ないわけよ。そやから、

そういう啓蒙活動をやっぱりこの安全な、比較的安全と言われる三原でも緑でも、やっぱ

りそういうような話はすべきと違うかなという観点で今、言いよるわけよの。 

  ハード面に関してはほかの部署に任せたらいいけども、啓蒙活動、地震が起こってため
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池が切れるおそれがあるんで、地震があったら、ため池の下流の人はすぐ逃げなさいとい

うような話もやっぱりしていくべきよの。そういう話が案外と上がってきてないから言い

よるだけであって、やっぱり進めるべきやと思うわけですわ。いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   おっしゃるとおり、その啓蒙活動というのはすべきだと思い

ます。ただ、それをどこがするかというのが、危機管理部のほうでというのが適当だとい

うようなお考えかもわかりませんけども、これにつきましては、新部署ができて、何もか

も全て危機管理部が行うということは到底できないと思います。どのような防災対策につ

きましてもできないと思います。やはり、福祉部門であるとか農業部門であるとか、それ

ぞれ、その関係の方と密接につながっているところにつきましても、かなり尽力といいま

すか、頑張って啓蒙啓発に努めていただかなければいけない部分があると思います。確か

に、委員おっしゃるように、啓蒙啓発活動については重要だと思いますので、そこら、関

係部署をまた調整して、対応のほうを考えていくべきだというように考えております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   今の話であれば、どこが云々というのがこれ、全く見えてこないわけ

よね。やっぱりこれは、今度組織が変わって危機管理部になるんだろうとは思うんやけど

も、やはり地震対策云々、これ、南海トラフ地震が今言われとる中で、やっぱりそういう

市民の安全を守るためにはそういう啓蒙活動、大きい池の下流の人は逃げなさいよという

話は、これ、簡単にできることやの。 

  ほんならそれを、農林振興課、都市計画課云々という話じゃなしに、やっぱりこれ、全

体として市民に注意をあおっていかんといかんとやっぱり思うわけよね。そこら、ほかの

部と調整云々という話は、ちょっと話が違うんかなと。やっぱりそれは、今であれば防災

課やろうしという考え方で今、言わせてもろうとんのやけどな。やっぱりそういう話もし

ていくべきやと。今まで余り出てないんよの。堰堤の調査に関しては、これ、農林振興部

で予算がついてしとるんはわかっとるんやけども、それ以前にやっぱり啓蒙活動、下にあ

る家の人は逃げなさいよと、地震が起きたらすぐ逃げなさいよという話を、これやっぱり

広めていかんといかんわけよな。 

  これ、地震が起きて、案外と、ため池の下でぎょうさん人が流されて死んだという話、

出るわけよの。当然これ、岩手でもそういう話、事実があるわけよの。そういう考え方を

やはり持っておらんことには、やっぱり市民に宣伝もでけへんやろうし。そういうことに
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努めてほしいというのが今の話です。よろしく。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   市有財産のことも重点調査に入っておるので、確認というか、考え方

というか、これをちょっと知りたいので質問させてもらいますが、市有財産の中には、普

通財産と行政財産があるという理解でよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   そのとおり、普通財産と行政財産に分けて考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この普通財産と行政財産の違いというのは何なんですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   行政財産につきましては、公用財産、あるいは公共用財産と

いうふうに二つあると考えておりますけれども、要するに、市等が直接庁舎等として使う

もの、あるいは公共的な施設として使うものでございます。普通財産につきましては、そ

れ以外の全ての財産というふうに定義されております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   公用、公共的なものが行政財産で、それ以外のものということになる

んですけれども、これ、先日もありましたよね。さくら苑を無償譲渡するとか、あるいは

どんぐりの里を無償譲渡するとか、場合によっては学校施設を無償譲渡するとか、公用財

産、公共財産というものを普通財産に変えていくルールとして、公共性、公用性を外すと

いう手続が要るんですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 
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○管財課長（富永文博）   その所管の担当課において用途を廃止していただいて、管財

課のほう等へその財産を移していただいて、管財課としては普通財産として管理するとい

うことになります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうした手続がどうしても必要やと、これは法律によるものというこ

とになっておると思うんですが、この行政財産ということになると、それぞれの所管が分

かれてくると。ここの委員会では、普通財産について議論、質疑をする、調査をするとい

うことになるんですかね。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   例えば、庁舎の分については行政財産と思いますけれども、

その部分についてもし何かあれば、ここの委員会になってくるのかと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   つまり、市有財産の中には普通財産と行政財産があると。行政財産は

大体、例えば学校施設であったりとか、福祉施設であれば、今の訪問看護ステーションか

な、そういったものであるとか、いろいろその目的の明確なものもある。それらをひっく

るめて市有財産というと。ここで委員会として調査するのに、例えば学校施設の問題とか

を議論するということになった場合、つまり、所管事項の行政財産及び普通財産の調査と

いうことに限定されるというようになるのかな。そのあたりちょっと、市有財産というこ

とで、分け方がもう普通財産と行政財産としかないということになれば、全部ひっくるめ

て議論できるというふうに考えるわけなんですけども。その点は、行政財産という考え方

の中で議論をしていくべきなのかな、質問してもいいのかなというふうに思っておるわけ

なんですけども。 

 

○原口育大委員長   所管の外れる分は、やっぱり一般論でないと難しいかと思うので。 

  この学校をどうするとか、そういう話は無理やと思います。 

  管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   今ちょっとおっしゃっていただいたものもありますけども、

行政財産全般について、何かそういう法令的なことであれば、お答えできるものもあるか
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もしれませんけれども、その所管課のある施設につきましては、その内容等について、詳

しい情報が十分、管財課のほうで持ってない部分も多いかと思いますので、それはそれぞ

れの所管課の属する委員会でのお取り扱いになるかと考えます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いや、そのあたりなんですけどね、行政財産で所管が分かれていると

いうことは当然あるんだけども、全てやっぱり市の財産でしょう。だから、そういうもの

の管理については、やはり管財として見ておく必要があるということ、それから、共有す

るとでもいうのかな、所管も知ってるし、管財も知ってると。これは全部所管のものだか

ら、管財課ではわかりませんというような管理の仕方ではよくないのかなというふうに思

うんです。その点、どうですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   今おっしゃっている、所管が違うということで、例えば土地

の台帳であるとか管理上の台帳であるとか、そういうものが分かれているということでは

ございません。全部、管財課にございます。また、それの管理上のことで、例えば何か損

害といいますか、土地の何か障害があるので、それをどのようにしましょうかというよう

なこと、もちろん管財課とも協議をしていくということで、全く分断をして管理している

ということではございません。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   というのは、先日、臨時議会で、無償譲渡や指定管理をいろいろする

中で、いつつくられたものであるのかなかなかわからないとか、どんな制度によってつく

られたものなのかわからないとか、その構造が違ってたとか、いろいろ問題がありました

よね。そういう部局が移動するということは当然あるんだけれども、そういう公有財産の

成り立ちであるとか、市有財産の成り立ちであるとか、やっぱり管理のもとに置くとした

ら、管理台帳というのは当然、担当も持ってるし、全ての管理台帳も管財課がしっかりと

掌握をしておくということが大事なのかなというように思っておるわけなんですよ。お互

いにやっぱりそういうものをチェックをし合うという関係、共有をし合うという関係、お

たくに全部任せてますということじゃなくて、共有をしとるという関係性が大事なのかな

というふうに思っておるわけなんですけども。 
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  今回、ああいう形で出てきたんで、そんなことになっとるんかなと、改めて思ったわけ

なんだけれども、やはり原則として、市有財産というものであれば、市有財産の管理台帳

は管財課がやっぱり全て掌握をしておくと。それぞれの施設、所管施設については所管施

設で管理をすると、変更や瑕疵があれば、それも当然、管財課がつかんでおると。それに

ついてはどのように直したのか、あるいはどういう、至った経過がどうであったか、そう

いうものもやっぱりつかんでおくことが大事じゃないのかなというふうに思っとるわけな

んですけども。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   １年に一度でございますけれども、各所管にあります財産の

異動等については調査をしております。例えば増築をしたとか減築をしたとか、そういう

ふうな、あるいは改造をしたとか、そういうことについては報告をいただいておりますの

で、台帳上には、その分については反映をしておりますが、例えば台帳上のちょっと項目

にないことも、もしかしたらあるかもしれませんので、それはやはり、その都度、所管課

に確認をするというようなことになる場合もございます。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   暫時休憩します。 

  再開は２時２０分とします。 

 

（休憩 午後 ２時１０分） 

 

（再開 午後 ２時２０分） 

 

○原口育大委員長   再開いたします。 

  質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   基本的なことを教えてほしいんやけんど、この市有財産の維持管理と

財源の確保についてということで聞くねけんど、市有財産で、今も用途、無用途というか

してないような、用途として、普通財産に払い下げしとるようなところで、この維持管理

の経費といいよるような施設というのは、何カ所あるの。例えば、阿那賀小学校とか丸山

小学校とか、あの辺をちょっと、ようわからんねん、辰美中学校とか、あの辺はもう、普

通財産になっとんのか、学校やけんど。そやけど、あんなところで、あのグラウンドの維



 

－ 66 － 

持管理経費というか、シルバーを入れたり、維持管理しよるような施設は何カ所あるの。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   行政財産につきましては、今おっしゃったように、年間を通

した維持管理経費というのが発生していると思いますけども、普通財産につきましては、

例えば、周辺の方から草がちょっと生えてるよとか、何かそういうふうなお話があったと

きに随時対応しておりますので、経常的に支出しているものは余りないと考えております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、普通財産として市が持っとって、周囲の方から雑草なり、そう

いうやつでもうどないもしゃあないというたときにだけ対応しよるだけで、年間を通して

維持管理しとる施設はないという理解でよろしいんやね。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   今、十分な資料を持っておりませんので、全くないとかいう

のはちょっと、一度調べさせていただきたいと思います。失礼しました。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   結局、企業団地というて売りよるところがあるでねえか。あんなとこ

ろの、あれというのは普通財産になっとんのけ。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   普通財産でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、あの辺も言うたら年間通して市の普通財産やったら、

管理というか、草刈りやそんなことはしよるのか。 
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○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   あそこについては、企業誘致係で特別会計を設けて、特

別会計の中で維持管理経費を計上してますので、そこで管理をしております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんで、もう一遍、しつこいんやけんど、廃校になっとるような、昔

の辰美中学校の、前の辰美中学校やいうと、あれはどないなっとんのかなと思ったりすん

のやけんど。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   一度、確認をさせていただきたいんですけども、まだ教育部

所管であったのではないかと思いますので、一度確認をさせていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   ちょっと所管外やけども、一応、教育の施設の部分で、

教育の学校を廃止するというたら、すぐ普通財産になるんやけども、その普通財産の部分

について、きっちり整理できれば管財課のほうへ来るんですが、まだ未整理、要は建物、

津井小学校の場合だったらあるんで、今は教育部のほうで管理してもらうと。丸山小学校

のもう一つ古い丸山小学校があるんやけども、あれは管財課で普通財産で管理して、何回

か売却の手続をとったんやけども、買い手がなかったという経緯もありますので、ただ、

普通財産になっとるから、全て管財課かというたら、そうでもないんで。 

  例えば、市営住宅の建物を壊したから、全て管財課が管理するかというたら、きっちり

境界を確定した後、都市整備部長から財務部長宛に通知をいただいて、管財課が初めて管

轄するという形になりますので、全て普通財産は管財課所管ではないです。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   結局、今、無用途というような、何の役もせんと普通財産で市が持っ

とるやつ、また後で一覧表みたいなやつを見せてくださいよ。 
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○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   また用意させていただきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   多分、これは総務部の担当になるんかわかりませんけど、今、地方の

行政、地方自治体が行政のいろんなデータをオープンにして公表している、そういう動き

がありますよね。その中で、オープンデータ化していろんな情報を使って、あるそういう

情報のところがいろんなアプリをつくったりとか、いろいろしているところがあるんです

が、市としてそういうふうな行政データをオープン化していこうと、そういう考え方はあ

るんですか。今やったら、例えばらん・らんバスのバス停はこういうバス停がありますよ

とか、そんなデータ、いろんなものを持ってると思うんですよ。そういうのをオープン化

するという動きがあるんですが、そういう考え方はないんですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   少しちょっと古い情報ですけども、ほかの市において、市が

持っているいろいろなデータを公表をして、それを今おっしゃったようにアプリの中に取

り込んで、何かこういう、例えば検索をするとか、そういう取り組みをしているというこ

とは聞いたことはございます。そういうのが実際にありますので、また情報課には伝えて

おきたいと思います。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  ちょっと、副委員長。 

 

○柏木 剛副委員長   原口委員長。 

 

○原口育大委員長   １点お聞きしたいんですけど、ツイッターを市のホームページでは

やってると思うんですが、情報発信の手段というのは多様な方法があるのはええとは思う

んですけど、現状、ツイッターを始めた目的とかいうのはどういうことなんですか。 

 

○柏木 剛副委員長   総務部長。 
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○総務部長（細川貴弘）   私も詳しいところまではあれなんですけども、ホームページ

に新着だったか、新着的な形で出たときに、そのツイッターのほうで配信するということ

で、それはホームページ作成時に新着情報を自動設定して、ツイッターで配信するという

ような形でやっている、そういうような目的だったかなと思います。 

 

○柏木 剛副委員長   原口委員長。 

 

○原口育大委員長   そしたら、あそこのツイッターに出ている情報というのは、自動で

作成されて、自動で流れとるということですか。 

 

○柏木 剛副委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   そういう形にしていると思います。 

 

○柏木 剛副委員長   原口委員長。 

 

○原口育大委員長   どうも今見る限り、かなり古いというか、ほとんど更新されずに、

一方的に市のほうのいついつ何がありましたというのを一方的に流しとるだけで、全く双

方向になってないような感じがするんですけど。そこら辺の運用については、もっと活用

すべきだと思うんですが、担当の人がそれを見てて、何かあったときに対応するというこ

とにはなってないわけですか。市民からの書き込みがあったときとかの対応とか。 

 

○柏木 剛副委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   ツイッターを使ってる目的というか、一つの理由として、双

方向性が必ずしも必要でないということでツイッターをツールとして使っているというよ

うに聞いております。ただ、先ほどちょっと後ろのほうの部長にも聞いたんですけども、

更新が何か余りできてないとか聞きましたので、それにつきましては、委員会終了後、ち

ょっと確認はしたいと思いますけれども。双方向性でうちのほうが対応するというような

ことにはなっておりません。 

  なぜそうしてるかといいますと、かなり先進的なところにつきましては、そういうよう

なツールで双方向性を持っているところもあるんですけれども、そういうところについて

は、その専門の課をつくって、４名なり数名程度の課をつくって、それで対応していると

いうことになりますので、全てインタラクティブというか、双方向性を確保しようと思っ
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たら、それ相応のスタッフというのも確保する必要がございますので、現在のところ、私

どものほうは、双方向性についてはそこまでは考えておりません。 

 

○柏木 剛副委員長   原口委員長。 

 

○原口育大委員長   武雄市なんかはツイッター課もあったと思うんですよね。フェイス

ブック課とかもあったりして、いろいろ情報発信というかしながら、双方向でやってて、

フェイスブックなんかもかなり更新されとる、それはそれで、今言うたように人件費とか

かかってやってるんで、どこに力点を置くかによって違うのかなと思うんで、南あわじが

そういう双方向じゃなくてもええという今の考え方でしたら、それはそれでええと思うん

ですけど。ただ、情報が多様化したときに、市民のほうも戸惑う部分があるなと常々思っ

てまして、例えば、緊急地震速報なんかは、ラジオなんかで流れるわけやけども、市のほ

うのメディアからは何かそれも流れるんですか。 

 

○柏木 剛副委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   防災ネットのほうで流れると思います。それと、地震以外の

災害時でも、今ちょっとガイドラインを作成させてるところなんですけども、地域メール

というて、携帯電話を持ってる方について流れるやつ、防災ネットに加入してなくても流

れるものと、防災ネットの使い分け、今ちょっとガイドラインを作成させていただいてる

ところでございますので、Ｊアラートであるとか、そういうふうなものを活用して配信す

るというような形になろうかと思います。 

 

○柏木 剛副委員長   原口委員長。 

 

○原口育大委員長   今のところ、まだ新庁舎ができるまでは、分庁舎ごとにいろいろペ

ージング放送みたいなことであったり、屋外告知放送であったり、いろいろあると。今度

また、新予算の中では、防災の無線みたいなものも整備されようとしとるんですけど、こ

れは新庁舎になって機構が変われば改善されるとは思うんですけど、例えば、今の災害告

知放送なんかは、この前も、先月もうちの地元で火事があったんですけど、結局、朝やっ

たんで、シルバーの人が流したんやと思うんですけども、非常に苦情が多かった。という

のも、よく聞き取れないとか、サイレンみたいなものが鳴ったけど、なかなか放送が始ま

らんとか、かなりありました。だから、そういうのは今度、新庁舎になって、職員が常駐

すれば問題はなくなるんかなとは思うんですけども。 

  あと、その告知放送の前のチャイム音みたいなものが、火事なのか、例えばほかのこと
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なのか、この前はサイレンだったのか、かなりけたたましかったんで、かなりみんな身構

えて、地震か火事か、何かちょっと迷いながらも、朝の７時２０分ぐらいだったんで、か

なり注目はあったんですけど。やっぱり、流れる情報の前のチャイム音なんかは、これが

火事なのか地震なのか、何かそれ以外の事故とかなのか、何かわかるようにしとかんと、

そこら辺でちょっと戸惑うんじゃないかなというふうに思うんですけど、新しくなること

も含めて、その辺はどういうふうに考えておりますか。 

 

○柏木 剛副委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今回の市の部分の、今の現状については、合併した当初は緊

急の場合、サイレンを流してしよったんですけれど、ちょっと遅くなったりしたらうるさ

いというような部分があって、今現状では、お知らせという、そういう火事がありました

よというお知らせでしてますので、チャイムで鳴るということで、ちょっと若干、シルバ

ーの方で使い方がちょっと、押すところがおかしかったらサイレンが鳴るとかいう部分が

ありましたので、それはその都度、指導させていただいて、改善しておりますので、そこ

ら辺については、今現状では、今の機器ですれば、端末に関してはお知らせということで

地域の方にお知らせすると。あと、深夜については、いろいろな方がおられますので、今

現状では、９時以降に関しては流してないというようなことになりますので、そこらは、

やりながらいろいろ対応はしていっております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛副委員長   原口委員長。 

 

○原口育大委員長   あと、告知放送で、夜の７時半とか７時とか、定時的に繰り返し流

れる放送が結構あって、それも聞いてみたら、警察の放送であったり、社協の放送であっ

たりがどこかで録音して流れてるんやと思うんですけど、繰り返し流れると。やっぱり必

要な情報なので、流れるのはええんですけど、余りしつこいと、今後逆に、うるさいわと

いうて、告知放送の端末のボリュームを下げられたりとか、苦情が来たりしてると思うん

ですよね。 

  そういうことになると、かえって必要なときに今度聞いてもらえないという状況もある

ような気がするので、やっぱりそこら辺のきちっとしたルールとかを守っていただいて、

効率的な運用をしていただかないと、せっかくやってることが逆効果になるようなことも

あると思うんで、それも新体制に向けて検討いただきたいと思うんですけど、どうですか。 

 

○柏木 剛副委員長   情報課長。 
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○情報課長（土肥一二）   今、原口委員長から言われた部分はごもっともな話だと思い

ます。また今後、職員に対して、また通知をさせていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ないようですので、これで重点調査を終わります。 

  なお、今回の重点調査で、どうも所管課がもう一つわかりにくくて、質問しづらいとい

う反省点がございましたので、次回の所管調査の重点事項につきましては、担当の所管は

こことここですということをきちっと事前に案内をさせていただくようにしたいと思いま

すので、御理解いただきたいなと思います。 

  あと、委員会として、また管外調査等を考えていきたいと思ってますので、管外調査の

目的地なり、目的なり、行き先等、もし御意見がございましたら、おいおいまた聞かせて

いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、これをもちまして、本日の総務建設常任委員会、所管事務調査を終了とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

（閉会 午後 ２時３８分） 
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